
 

「三重県循環型社会形成推進計画」（最終案）について 
１ 経緯 

   次期「三重県循環型社会形成推進計画」の策定については、令和６年度

第３回三重県環境審議会（令和６年 12 月）に諮問され、三重県環境審議

会廃棄物部会で、調査・検討を行ってきました。 

令和７年度第１回三重県環境審議会（令和７年 12 月）での審議を経て

中間案を策定し、パブリックコメント及び市町への意見照会の結果をふま

え、三重県環境審議会廃棄物部会において、最終案を取りまとめました。 

 

２ パブリックコメント及び市町への意見照会の結果と県の考え方 

資料１－２のとおり 

 

３ 最終案の概要（資料１－３、資料１－４） 

（１）計画の基本的な考え方 

資源（再生可能な資源を含む。）や製品の価値を維持、回復又は付加する

ことで、それらを循環的に利用する経済システムであるとされている「循

環経済への移行」を見据え、廃棄物処理における安全・安心を前提としつ

つ、産業振興による資源の効率的な利用促進や社会情勢の変化をふまえた

取組を推進します。 

 

みんなで築く安全・安心な三重の循環型社会 

～循環経済への移行によるより良い暮らしをめざして～ 

 

（２）取組方向と施策 

基本的な考え方をふまえ、３つの取組方向に整理し、持続可能な循環型

社会の構築をめざします。 

１ 資源循環の前提となる安全・安心の確保 

２ 地域課題の解決に資する循環資源の利用促進 

３ 持続可能な廃棄物処理体制の確保 

 

（３）計画の目標 

持続可能な循環型社会の構築をめざすための県の取組の成果を示す指

標として施策毎に目標を設定します。また、一般廃棄物及び産業廃棄物等

の処理状況のトレンドを継続的に確認するため、モニタリング指標を設定

し、把握していきます。 

 

（４）計画の進行管理 

毎年度、県民・ＮＰＯ、事業者、市町等さまざまな主体と計画の進捗状

況を共有し、取組の点検・評価を行い、翌年度の取組の改善につなげるこ

とで、計画の実効性を担保していきます。 

 

 

資料１－１ 
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「三重県循環型社会形成推進計画」（中間案）に対するご意見と県の考え方 

 

１ パブリックコメント 

（１）実施期間 令和７年 12 月 26 日～令和８年１月 26 日まで 

（２）意見数  14 件（３者） 

（３）意見の概要と県の考え方 別紙１のとおり 

（４）項目別意見数 

項目 意見数 

第１章 計画の基本的な考え方  

１ 計画の策定趣旨等  

２ 廃棄物・資源循環分野における施策動向 ３ 

３ これまでの取組と残された主な課題  

４ 基本理念 １ 

第２章 取組方向と施策 １ 

１ 取組方向１ 資源循環の前提となる安全・安心の確保  

２ 取組方向２ 地域課題の解決に資する循環資源の利用促進 ３ 

３ 取組方向３ 持続可能な廃棄物処理体制の確保 ２ 

第３章 計画の目標  

１ 循環型社会形成に向けた取組に係る目標  

２ モニタリング指標  

第４章 計画の進行管理  

１ 計画の推進と進捗管理  

全般 ４ 

合計 14 

（５）対応状況 

対応区分 件数 

① 反映する 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの ２ 

② 反映済 意見や提案内容がすでに反映されているもの 10 

③ 参考にする 最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や 

提案内容を参考にさせていただくもの 

２ 

④ 反映又は参考にさせていただくことが難しいもの  

⑤ その他（①～④に該当しないもの。）  

 

  

資料１－２ 
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２ 市町への意見照会 

（１）実施期間 令和７年 12 月 26 日～令和８年１月 26 日まで 

（２）意見数  ２件（２市町） 

（３）意見の概要と県の考え方 別紙２のとおり 

（４）項目別意見数 

項目 意見数 

第１章 計画の基本的な考え方  

１ 計画の策定趣旨等  

２ 廃棄物・資源循環分野における施策動向 １ 

３ これまでの取組と残された主な課題  

４ 基本理念  

第２章 取組方向と施策  

１ 取組方向１ 資源循環の前提となる安全・安心の確保  

２ 取組方向２ 地域課題の解決に資する循環資源の利用促進  

３ 取組方向３ 持続可能な廃棄物処理体制の確保 １ 

第３章 計画の目標  

１ 循環型社会形成に向けた取組に係る目標  

２ モニタリング指標  

第４章 計画の進行管理  

１ 計画の推進と進捗管理  

全般  

合計 ２ 

（５）対応状況 

対応区分 件数 

① 反映する 最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの ２ 

② 反映済 意見や提案内容がすでに反映されているもの  

③ 参考にする 最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や 

提案内容を参考にさせていただくもの 

 

④ 反映又は参考にさせていただくことが難しいもの  

⑤ その他（①～④に該当しないもの。）  
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番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

１ 第１章 

２（１） 

「平成 12 年度比で令和 12 年度までに

家庭系食品ロスは 50%減早期達成、事業

系食品ロスは 60%減を新たな目標とし

て設定」としていますが、令和 12 年度

までの年毎の削減率の目標などはある

のでしょうか。 

③ 本計画では各種主な取組の成果によっ

てもたらされる効果を継続的に確認す

るため、食品ロス量削減率を「モニタリ

ング指標」の１つとして設定していま

す。 

「モニタリング指標」であるため、年度

毎の目標は定めていませんが、年度毎の

食品ロス量削減率は確認していくこと

としています。 

２ 第１章 

２（１） 

「平成 12 年度比で令和 12 年度までに

家庭系食品ロスは、50%減早期達成、事

業系食品ロスは 60%減を新たな目標と

して設定」としています。なかなか難し

い取組みと思いますが、その施策につい

て、食品ロス削減の文言のみで具体的な

取組みはあるのでしょうか。 

② 国は「平成 12 年度比で令和 12 年度まで

に家庭系食品ロスは 50％減早期達成、事

業系食品ロスは 60％減」を目標としてい

ます。 

県では、これまで三重県食品提供システ

ム「みえ～る」の参加企業・団体の拡大、

食品小売業での期限切れや期限間近で

廃棄されることによって発生する食品

ロスを削減するためのレールポップや

ポスターの掲示、飲食店における食べ残

しにより廃棄されることになる食品ロ

ス削減に向けた啓発用の箸袋の配布な

ど、業種による排出特性に応じた取組を

進めてきました。 

今後は、第２章２施策２－１に記載のと

おり、県内でのフードドライブの展開を

図るとともに、学校教育で使用できる啓

発教材の作成や、市町・食品関連事業者

等と連携した売れ残りや食べ残し削減

の取組を進めることとしています。 

３ 

 

第１章 

２（２） 

プラスチックのリサイクル促進として

障害となるのが、混合プラスチックで

す。各企業で単一化プラスチックにする

には高コストで難しい状況です。その

為、プラスチックのリサイクル率が上が

② ご意見のとおり、廃棄・再資源化の段階

だけをとらえた取組では課題解決は困

難と考えております。 

そのため、第２章２施策２－１，２に記

載のとおり、排出段階の効率的な分別・

パブリックコメントの結果と県の考え方 別紙１ 



- 4 - 

 

らないと考えます。この課題に対して、

今後、具体的な取組みがあるのかご教示

ください。 

回収から、製品原料への利用までを見据

えた、再生プラスチック原料の需要に応

じた供給体制や製品への適用可能性の

検証などに取り組むこととしています。 

４ 

 

第１章 

４ 

モダン・サプライサイド・エコノミクス

においては、生産能力や供給基盤の維

持・強化が経済成長および安全保障の基

礎条件であるとされている。循環資源の

高度利用は、輸入依存度の低減や供給途

絶リスクの緩和に資するものであり、こ

うした観点を基本理念に反映させるこ

とで、計画全体の政策的意義がより明確

になると考えられる。 

循環型社会形成の理念について、環境配

慮や持続可能性の確保に加え、資源循環

が地域の産業基盤の強化および経済安

全保障に資するものであることを、基本

理念の段階で明示することが望ましい。 

特に、循環資源を単なる廃棄物対策の対

象としてではなく、国際的な資源制約下

における安定的な供給能力を補完する

重要な経済資源として位置づける視点

を明確化すべきである。 

 

② 第１章２に記載のとおり、国の「第五次

循環型社会形成推進基本計画」におい

て、「「循環経済」への移行は、気候変動、

生物多様性の損失、環境汚染等の社会的

課題を解決し、産業競争力の強化、経済

安全保障、地方創生、そして質の高い暮

らしの実現にも資するもの。」とされて

います。 

県においても国の動向をふまえ第１章

４に記載のとおり、基本理念において、

「循環経済への移行」を見据えた取組を

推進していくこととしており、環境・経

済・社会の統合的な向上を図っていくこ

ととしています。 

 

５ 

 

第２章 循環型社会形成は、環境政策であると同

時に、地域経済のレジリエンスを高める

供給サイド政策としての側面を有する。

経済的効果を明確にすることで、事業者

や金融機関を含む多様な主体の理解と

参画が進み、計画の実効性向上につなが

ると考えられる。 

各施策の効果について、環境負荷低減や

意識啓発に加え、供給能力の確保、産業

基盤の強化、地域経済の耐久力向上とい

った経済的効果を明示的に整理するこ

とが望ましい。 

② 
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６ 

 

第２章 

２ 

大川やガーシェンクロンの指摘が示す

とおり、後発的に産業構造の転換を図る

場合、市場メカニズムのみに依拠すると

投資が遅れ、社会的に望ましい均衡が実

現しにくいことが知られている。 

循環資源分野は、価格変動や需要の不確

実性が大きく、民間単独での投資判断が

難しい領域であるため、行政が制度面で

補完することにより、結果として民間投

資を誘発し、持続的な市場形成につなが

ると考えられる。 

循環資源の利用促進について、民間事業

者の自主的取組や連携の重要性を踏ま

えつつも、市場形成の初期段階において

は、行政による制度的補完が不可欠であ

ることを、より明確に位置づけるべきで

ある。 

具体的には、公共調達等を通じた初期需

要の創出、技術・品質に関する認定制度

の整備、初期投資リスクを軽減する支援

措置といった行政の関与の在り方を、施

策の方向性として明示することが適当

である。 

② 県ではリサイクル製品の利用を促進し、

リサイクル産業の育成を図るため、認定

リサイクル制度を運用し、リサイクル製

品の品質および安全性を確保するとと

もに、同製品の利用促進を図っていま

す。 

また、産業廃棄物の発生抑制・循環的な

利用・減量化の研究、技術開発及び産業

廃棄物を使った商品開発の経費の一部

や、産業廃棄物の発生抑制等に係る設備

機器を設置する経費の一部を補助して

います。 

今後も第２章２施策２－２に記載のと

おり、動静脈連携を通じた市場価値の創

出の促進に向けた取組を進めることと

しています。 

７ 

 

第２章 

２ 

相対的後進性仮説に照らせば、既存設備

や制度に過度に拘束されていない地域

ほど、最新技術や制度を直接導入するこ

とによる「後発優位」を発揮しやすい。 

三重県は、素材・化学産業の集積を有し

ており、循環資源の高度利用を通じて全

国的にも先進的なモデルを構築する潜

在力を有する。計画に戦略的方向性を明

示することで、国の政策や民間の研究開

発投資との連動が促進されると考えら

れる。 

資源循環の高度化および動静脈連携に

ついて、既存取組の改善にとどまらず、

③ 本計画では、「循環経済への移行」を見据

え、廃棄物処理における安全・安心を前

提としつつ、産業振興による資源の効率

的な利用促進や社会情勢の変化をふま

えた取組を推進することとし、基本的な

取組方向として「資源循環の前提となる

安全・安心の確保」、「地域課題の解決に

資する循環資源の利用促進」、「持続可能

な廃棄物処理体制の確保」の３つに整理

しています。 

なお、いただいたご意見については、参

考とさせていただきます。 



- 6 - 

 

将来的な標準となり得る次世代型循環

システムへの移行を視野に入れた戦略

的記述を追加すべきである。 

具体的には、化学リサイクル等の高度処

理技術、蓄電池・レアメタル等の戦略的

資源回収、データ連携による資源フロー

の可視化といった分野への重点化を、施

策の方向性として明確に示すことが望

ましい。 

○循環資源の戦略的区分及び重点管理

制度の導入 

化学原料由来資源、蓄電池・レアメタ

ル関連資源、半導体・電子部品関連副

産物について、重点循環資源として区

分し、回収・再生・利用を重点的に支

援する制度の導入 

→循環資源を「環境対策」から「供給

能力政策」へ格上げし、経済安全保障

との接続を明確化 

○循環型社会形成に関する経済効果指

標の設定 

進捗評価にあたり、環境指標に加え、

重点循環資源の域内調達比率、循環関

連産業の付加価値額、定性的評価を含

む資源調達リスク低減効果 

→計画の経済合理性を可視化すると

ともに、金融機関・民間投資との対話

基盤を形成 

○公共調達を通じた循環製品の初期需

要創出 

県および県関係機関による公共調達

において、一定の品質基準を満たす循

環資源・再生材製品について、建設資

材・舗装材への再生材活用、公共施設

での循環製品優先使用といった価格

面以外の評価項目を考慮した調達方
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式の導入を検討する。 

→市場形成初期における需要不足を

解消するとともに、民間事業者の投資

予見可能性向上 

○循環資源利用に関する認定・保証制度

の高度化 

循環資源および循環製品について、品

質・安定供給・環境性能等を評価する

認定制度を整備し、調達・金融・取引

における信頼性向上を図る。 

→市場の情報非対称性を緩和すると

ともに、循環資源価格の不安定性を低

減 

８ 

 

第２章 

２ 

「業界団体等との連携による事業者の

資源循環の促進」としていますが、業界

団体に対しての具体的な取組み提案は

あるのでしょうか？例えば、モデルケー

スなどの紹介など。 

② 第２章２施策２－２に記載のとおり、生

産・流通・小売業者から廃棄物処理業者

まで、ライフサイクル全ての段階で製品

に関わる事業者との関係を生かし、さら

なる資源循環を促進するため、連携した

取組を進めることとしています。 

また、モデルケースなどについては、第

２章２施策２－１に記載のとおり、セミ

ナーや勉強会等を通じて発信してまい

ります。 

９ 

 

第２章 

３ 

 

（人口減少社会を見据えた一般廃棄物

処理体制の確保） 

今後、県内のほとんどの市町において人

口減少問題に直面することとなり、その

ような状況下にあっても、一般廃棄物を

適正に処理し資源循環を行う体制を確

保していく必要があります。 

中間案にはごみ処理施設の整備に特化

した広域化・集約化に係る取組が記載さ

れているものの、人口減少社会を見据え

た収集運搬体制を含む包括的な処理体

制の確保に向けた取組についての記載

はありません。 

①  人口減少社会を見据えた収集運搬体制

を含む包括的な処理体制の確保に向け、

第２章３施策３－１に記載のとおり、将

来にわたり持続可能な適正処理を確保

し、同時に脱炭素化も推進していくた

め、中長期的な視点で安定的かつ効率的

なごみ処理体制の在り方について、市町

と連携し、長期広域化・集約化計画を策

定することとしています。 

また、ご意見のとおり、市町等に対し、

個別具体的に助言をする必要があるこ

とから、第２章３施策３－１の記載を次

のとおり修正します。 
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中間案に示す指標達成など循環型社

会を形成するため、社会的課題である人

口減少問題への対応策について基本的

な考え方を示し適宜市町等に対して個

別具体的に助言する必要性があります

ので、本計画には、例えば「市町には人

口減少社会を見据えた一般廃棄物処理

体制を確保するための対応方向を示し

適宜助言を行う」旨の記載が望ましいと

考えます。 

【修正前】 

県内では広域連合や一部事務組合によ

る広域でのごみ処理が進んでいるとこ

ろですが、既存施設の更新時期や市町の

事情にも配慮し、ごみ処理の広域化・集

約化のさらなる推進に向け、市町と連携

しながら、長期広域化・集約化計画の策

定に向けた調整・検討を行っていきま

す。 

また、市町からの要請に応じ、市町のご

み処理の広域化に向けた検討会に参画

するなど、技術的な助言を実施していき

ます。 

【修正後】 

県内では広域連合や一部事務組合によ

る広域でのごみ処理が進んでいるとこ

ろですが、既存施設の更新時期や市町の

事情にも配慮し、ごみ処理の広域化・集

約化のさらなる推進に向け、市町と連携

しながら、長期広域化・集約化計画の策

定に向けた調整・検討を行っていきま

す。 

また、中長期における持続可能な適正処

理の確保に向け、安定的かつ効率的な市

町のごみ処理体制の構築につながる必

要な技術的助言を実施していきます。 

10 

 

第２章 

３ 

（災害時の一般廃棄物処理体制の確保） 

三重県では南海トラフ地震発生により

甚大な被害が想定されており、大量の災

害廃棄物の他、迅速な処理が求められる

避難所でのし尿汲み取りも含めて、県及

び市町において災害廃棄物処理の的確

な計画を策定するとともに廃棄物処理

業者・関係団体との訓練等を通じて災害

時の廃棄物処理に係る実効性を高めて

おく必要があります。 

①  県では災害廃棄物処理に係る応援協定

締結団体や市町等が参加する図上演習

や実地訓練を通じて、災害対応能力を有

した人材の確保に努めています。 

なお、ご意見のとおり、市町が実施する

図上演習や実地訓練の実施にあたって

は、引き続き必要な支援・助言を行って

いくことを明確にするため、第２章３施

策３－２の記載を次のとおり修正しま

す。 
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特に、発災時に最前線で対応することと

なる市町の取組は重要であり、平時から

市町において関係業者との体制を構築

し定期的に訓練を行うことが求められ

るところ、中間案では市町における体制

構築等を促進する旨の明確な記載がな

いことから、本計画には、例えば「全て

の市町において災害時の廃棄物処理体

制を構築し、図上演習や実地訓練を実施

するよう促進する」旨の記載が望ましい

と考えます。 

【修正前】 

また、新たな南海トラフ地震被害想定や

国の災害廃棄物対策指針をふまえ、「三

重県災害廃棄物処理計画」の改定を行う

とともに、市町の災害廃棄物処理計画の

改定の支援を行います。 

【修正後】 

また、新たな南海トラフ地震被害想定や

国の災害廃棄物対策指針をふまえ、「三

重県災害廃棄物処理計画」の改定を行う

とともに、市町の災害廃棄物処理計画の

改定や災害廃棄物処理体制の強化に向

けて、必要な協力・支援を行います。 

11 

 

全般 本計画（中間案）は、循環型社会の形成

を通じて環境負荷の低減を図るととも

に、地域課題の解決や産業振興に資する

ことを目的としており、その方向性自体

は妥当であると評価できる。 

一方で、計画全体を通覧すると、循環資

源の活用を主として環境政策の文脈で

整理しており、産業競争力の強化や供給

能力の確保、ひいては経済安全保障への

貢献という観点が必ずしも明確に位置

づけられていないように見受けられる。 

近年の経済政策を巡る議論においては、

資源・エネルギー・中間財の供給制約や

地政学的リスクの高まりを背景に、供給

サイドの強靭化を重視する考え方が主

流となりつつある。本計画についても、

そうした潮流を踏まえた位置づけの明

確化が望まれる。 

②  第１章２に記載のとおり、国の「第五次

循環型社会形成推進基本計画」におい

て、「「循環経済」への移行は、気候変動、

生物多様性の損失、環境汚染等の社会的

課題を解決し、産業競争力の強化、経済

安全保障、地方創生、そして質の高い暮

らしの実現にも資するもの。」とされて

います。 

県においても国の動向をふまえ第１章

４に記載のとおり、基本理念において、

「循環経済への移行」を見据えた取組を

推進していくこととしており、環境・経

済・社会の統合的な向上を図っていくこ

ととしています。 

 

 

12 

 

全般 環境政策としての枠組みを維持しつつ、

産業政策および経済安全保障の観点を

より明確に織り込む形での修正・補強が

望まれる。 

これにより、本計画は三重県の循環型社

② 本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に基づく都道府県廃棄物処理

計画として策定するものです。 

第１章４に記載のとおり、基本理念にお

いて「循環経済への移行」を見据えた取
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会形成にとどまらず、中長期的な産業競

争力および地域経済の持続可能性を支

える戦略文書として、より高い政策的整

合性を有するものとなると考えられる。 

組を推進していくこととしており、環

境・経済・社会の統合的な向上を図って

いくこととしています。 

13 

 

全般 前期「三重県循環型社会形成推進計画」

令和３年度から７年度の５年間のモニ

タリング指標計画に対する達成率など

の一覧結果を公表をした方が望ましい

と考えます。 

② 前計画の施策毎の主な取組と設定した

目標項目ごとの進捗状況、モニタリング

指標の状況は第１章３に記載していま

す。 

14 

 

全般 優先順位がはっきりしておらず県民の

生活を脅かすリチウムイオン電池問題

等問題を最優先とし前面に出し、すべて

の目標羅列を避けられた方が望ましい

と考えられます。また企業に対しての内

容としても例年通りで今年はこれを重

点的に行う等があれば良いのではとも

感じました。 

② ご意見のとおりリチウム蓄電池等に起

因する火災事故等への対応といった課

題があることは認識しています。 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に基づく都道府県廃棄物処理

計画として策定するものであることか

ら、県内におけるさまざまな取組を進め

ていくこととしています。 

そのうえで、第２章に記載にとおり、今

後の５年間の取組について、３つの取組

方向—施策—主な取組に整理したうえで、

持続可能な循環型社会の構築を目指し

て取り組んでいくこととしています。 

 

【対応区分】 

① 反映する：最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの 

② 反映済：意見や提案内容がすでに反映されているもの 

③ 参考にする：最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただ

くもの 

④ 反映又は参考にさせていただくことが難しいもの 

⑤ その他（①～④に該当しないもの。） 
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番

号 

該当 

箇所 
意見の概要 

対応 

区分 
意見に対する考え方 

１ 

 

第１章 

２（２） 

 

「四日市コンビナートのカーボンニュ

ートラル化に向けた検討委員会」は、検

討報告書の取りまとめまでであり、現在

（R5.4～）は、「四日市コンビナートカー

ボンニュートラル化推進委員会」として

活動を推進しております。 

（変更案） 

「四日市コンビナートのカーボンニュ

ートラル化に向けた検討委員会」を令和

４年３月に設置し、多角的な視点で四日

市コンビナートのあるべき姿や方向性

を打ち出しました。令和５年４月から

「四日市コンビナートカーボンニュー

トラル化推進委員会」に改組し、具現化

に向けた企業間連携によるプロジェク

トの創出など新たな取組を推進してい

ます。 

① ご意見をふまえ、第１章２（２）の記載

を次のとおり修正します。 

【修正前】 

「四日市コンビナートのカーボンニュ

ートラル化に向けた検討委員会」を設置

し、多角的な視点で四日市コンビナート

のあるべき姿や方向性を打ち出してお

り、具現化に向けた企業間連携によるプ

ロジェクトの創出など新たな取組を推

進しています。 

【修正後】 

「四日市コンビナートのカーボンニュ

ートラル化に向けた検討委員会」を設置

し、多角的な視点で四日市コンビナート

のあるべき姿や方向性を打ち出しまし

た。令和５年４月からは「四日市コンビ

ナートカーボンニュートラル化推進委

員会」に改組し、具現化に向けた企業間

連携によるプロジェクトの創出など新

たな取組を推進しています。 

２ 

 

第２章 

３ 

災害廃棄物処理に向けた人材育成や災

害廃棄物処理計画の改定の支援につい

て記載いただいている。計画の改定につ

いては、専門的な知見がない職員が担当

する場合もあることから、改定に向けた

説明会の開催といった形ではなく、各市

町へ具体的な助言を行う等の積極的な

支援をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

  

①  災害廃棄物処理を含めた一般廃棄物の

適正処理に向けて、引き続き、各市町へ

支援・助言を行うこととしています。 

なお、ご意見をふまえて第２章３施策３

－２の記載を次のとおり修正します。 

【修正前】 

また、新たな南海トラフ地震被害想定や

国の災害廃棄物対策指針をふまえ、「三

重県災害廃棄物処理計画」の改定を行う

とともに、市町の災害廃棄物処理計画の

改定の支援を行います。 

【修正後】 

また、新たな南海トラフ地震被害想定や

国の災害廃棄物対策指針をふまえ、「三

市町への意見照会の結果と県の考え方 
別紙２ 
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重県災害廃棄物処理計画」の改定を行う

とともに、市町の災害廃棄物処理計画の

改定や災害廃棄物処理体制の強化に向

けて、必要な協力・支援を行います。 

 

【対応区分】 

① 反映する：最終案に意見や提案内容を反映させていただくもの 

② 反映済：意見や提案内容がすでに反映されているもの 

③ 参考にする：最終案には取り入れないが、今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただ

くもの 

④ 反映又は参考にさせていただくことが難しいもの 

⑤ その他（①～④に該当しないもの。） 

 

 

 



「三重県循環型社会形成推進計画」（最終案）概要

２ 廃棄物・資源循環分野における施策動向

（１）国の主な動向

（２）県の主な取組

１ 計画の策定趣旨等

（１）策定趣旨

（２）計画の位置づけ

（３）計画の対象期間

• これまでの取組の成果と課題、関連する国や県の他の計画等、社会経済情勢をふまえ、新た
な計画を策定。

• 資源（再生可能な資源を含む。）や製品の価値を維持、回復又は付加することで、それらを
循環的に利用する経済システムであるとされている「循環経済への移行」を見据え、廃棄物
処理における安全・安心を前提としつつ、産業振興による資源の効率的な利用促進や社会情
勢の変化をふまえた取組を推進。

第１章 計画の基本的な考え方

■三重県循環型社会形成推進計画（R3.3策定）
• 廃棄物処理の安全・安心の確保と、資源循環の取組を進めるため、さまざまな主体との連携を

一層強化しつつ、循環関連産業の振興による経済発展と社会的課題（プラスチック対策、食品
ロス対策）の解決の両立に向けた取組を推進。

■第五次循環型社会形成推進基本計画（R6.8策定）
• 循環型社会の形成に向けて「循環経済への移行」を推進することが鍵。
• 「循環経済への移行」は、気候変動、生物多様性の損失、環境汚染等の社会的課題を解決し、

産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らしの実現にも資するもの。
• 「循環経済への移行」により循環型社会を形成することで、「新たな成長」を実現し、「ウェ

ルビーイング」を実現。
■食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針（R7.3策定）
• 平成12年度比で令和12年度までに家庭系食品ロスは50%減早期達成、事業系食品ロスは60%減を

新たな目標として設定。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「都道府県廃棄物処理計画」及び食品ロスの削減

の推進に関する法律に基づく「食品ロス削減推進計画」に位置づけ。

2050年カーボンニュートラルを見据え、環境・経済・社会の統合的向上のための「勝負の2030 
年」に対応しつつ、「三重県環境基本計画」の目標である令和12（2030）年度までにめざす「ス
マート社会みえ」の実現に向け、循環型社会の構築という課題に対応するため、対象期間は令和
８年度から令和12年度までの５年間。

３ これまでの取組と残された主な課題

前計画では、持続可能な循環型社会の構築をめざすため、「新たな知見や技術を取り入れ、多様な主体とのパートナーシップでめざす循環型社会～循環関連産業の振興による
経済発展と社会的課題解決の両立に向けて～」の基本理念のもと、５つの取組方向と12の施策に整理し、取組を推進。
一般廃棄物については、１人１日あたりのごみ排出量は減少傾向にあり、令和５年度は892g/人・日。資源化率は、令和元年度のＲＤＦ焼却・発電の終了に伴いＲＤＦ製造が減

少したことで、令和５年度は19.5%。最終処分量は減少傾向にあり、令和５年度は16千トン。
産業廃棄物については、排出量、再生利用率、最終処分量ともおおむね横ばい傾向となっており、令和５年度はそれぞれ8,214千トン、40.1%、222千トン。

４ 基本理念

施策1-1
循環資源のライフサイクルでの安全・安心の確保

施策1-2
優良な事業者・処理業者の育成

施策1-3
不法投棄等の不適正処理事案への対応

施策3-1
廃棄物処理体制の強じん化

施策3-2
災害時の廃棄物処理体制の強化・充実

第２章 取組方向と施策

取組方向１ 資源循環の前提となる
安全・安心の確保

取組方向３ 持続可能な廃棄物処理体制の確保

施策2-1
資源確保から廃棄等のすべての段階での徹底した資源
循環の促進

施策2-2
動静脈連携（事業者間連携）を通じた市場価値創出の
促進

施策2-3
地域のコーディネーター

みんなで築く安全・安心な三重の循環型社会
～循環経済への移行によるより良い暮らしをめざして～

取組方向２ 地域課題の解決に資する
循環資源の利用促進

資料１－３



第３章 計画の目標

第４章 計画の進行管理

本計画を着実に推進するためには、定期的に目標及び取組状況を把握し、評価・見直しを行っていくことが重要。
このため、毎年度、県民・ＮＰＯ、事業者、市町等さまざまな主体と計画の進捗状況を共有し、取組の点検・評価を行い、翌年度の取組の改善につなげることで、計画の実

効性を担保。



 

 

 

 

 

 

 

 

三重県循環型社会形成推進計画 

（最終案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

 

三重県環境審議会廃棄物部会 
 

資料１－４ 
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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の策定趣旨等 

（１）策定趣旨 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）第５

条の５の規定において、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針に即した廃棄物の減量や処理

等に関する計画を策定することとされています。 

県では、平成 16 年、平成 23年、平成 28 年と３度にわたって「三重県廃棄物

処理計画」を策定し、廃棄物の適正処理に係る施策と廃棄物の発生抑制（Reduce）、

再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の３Ｒの施策を推進してきました。前計

画は令和３年３月に策定し、循環型社会の実現をめざして廃棄物施策を推進し

ようとする県の姿勢を明確に打ち出すとともに、市町や事業者などの関係者と

の連携を進めるうえで、めざす社会像を共有しやすい形にすることが重要であ

ると考え、計画の名称をこれまでの「三重県廃棄物処理計画」から「三重県循環

型社会形成推進計画」に変更することとしました。 

前計画の対象期間が令和７年度までであることから、これまでの取組の成果

と課題、関連する国や県の他の計画等、社会経済情勢をふまえ、今後５年間（令

和８年度～令和 12 年度）を対象期間とする新たな計画を策定するものです。 

本計画では、資源（再生可能な資源を含む。）や製品の価値を維持、回復又は

付加することで、それらを循環的に利用する経済システムであるとされている

「循環経済への移行」を見据え、廃棄物処理における安全・安心を前提としつつ、

産業振興による資源の効率的な利用促進や社会情勢の変化をふまえた取組を推

進します。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「強じんな美し国ビジョンみえ」と整合を図り、「三重県環境基本計

画」で掲げる５本の施策の柱の１本である「循環型社会の構築」を実現するため

のものであり、市町が策定する「一般廃棄物処理計画」と連携しつつ、「三重県

災害廃棄物処理計画」や一般廃棄物の広域化・集約化計画などの廃棄物関係の個

別計画の指針となるものです。 

なお、食品ロスの削減に係る取組については、「食品ロスの削減の推進に関す

る法律」に基づく「食品ロス削減推進計画」として本計画に位置づけます。 
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図 1 計画の位置づけ 

 

（３）計画の対象期間 

本計画においては、2050 年カーボンニュートラルを見据え、環境・経済・社

会の統合的向上のための「勝負の 2030 年」に対応しつつ、「三重県環境基本計

画」の目標である令和 12（2030）年度までにめざす「スマート社会みえ」の実

現に向け、循環型社会の構築という課題に対応するため、対象期間は令和８年度

から令和 12年度までの５年間とします。 

表 1 計画の対象期間 

年度 
2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

2030 

（R12） 

対象期間 
 

 

    

進行管理 
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２ 廃棄物・資源循環分野における施策動向 

（１）国の動向 

 環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計

画である「第六次環境基本計画」が令和６年５月に策定されました。 

人類の活動は地球の環境収容力を超えつつあり、その結果、気候変動、生物多

様性の損失及び汚染の３つの世界的危機に直面しています。また、人口減少や少

子高齢化、経済の長期停滞に加え、「環境」は今や安全保障上の課題となってい

ます。 

このように、現在の環境・経済・社会の状況は、現状の経済社会システムの延

長線上での対応では限界があり、今後 30 年の間に新たな文明の創造、経済社会

システムの大変革を成し遂げる必要があるとともに、2030年頃までの 10年間に

行う選択や実施する対策は現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも

指摘されています（「勝負の 10年」）。この計画では、「環境保全」を通じた、「現

在および将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェルビーイング1、経済厚

生の向上」、「人類の福祉への貢献」を目的とし、早急に経済社会システムの変革

を図り、環境収容力を守り環境の質を上げることにより、経済社会が成長・発展

できる「循環共生型社会」の実現が打ち出されています。 

 

令和６年８月には循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な計画である「第五次循環型社会形成推進基本計画」が国家

戦略として策定されました。 

循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強

化するためには、「循環経済への移行」を推進することが鍵とされています。 

資源循環への対応は、環境面のみならず、経済・社会面からも重要な社会的課

題であり、「循環経済への移行」は、環境制約、産業競争力強化・経済安全保障・

地方創生・質の高い暮らしの実現というさまざまな社会的課題を同時に解決す

るとしています。特に、ネット・ゼロ（資源循環が約 36％のＧＨＧ削減に貢献

可能）やネイチャーポジティブとの統合的施策による気候変動・生物多様性保

全・環境汚染防止等の同時解決（シナジー推進）や、環境配慮設計・高度な再資

源化で再生材の利用・供給拡大によるライフサイクル全体で徹底的な資源循環

の実現、地域の特性を活かした資源循環システムの構築による地場産業の振興

 
1 「第六次環境基本計画」では、現在及び将来の国民が、明日に希望を持てるよう、長年続

いてきた構造的な問題に対して「変え方を変える」姿勢で、環境政策を起点とし、経済・社

会的な課題をカップリングして同時に解決していくことをめざしている。 



- 4 - 

 

や雇用創出、コミュニティの再生などの地域課題の解決などにつながるとされ

ています。 

また、「循環経済への移行」は、環境中へのプラスチックごみ等の流出を防ぎ、

人の健康及び海洋環境を含む生物・生態系への悪影響を防止することにも貢献

するものとされています。 

さらに、循環型社会の形成に向けては、国、地方公共団体、国民、ＮＰＯ・Ｎ

ＧＯ、事業者等のさまざまな主体が互いに連携・協働して取り組むことや、意識

改革・行動変容が重要視されています。 

なお、「廃棄物処理法に基づく廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」が令和７年２月に変

更され、「第五次循環型社会形成推進基本計画」と整合が図られています。 

 

国内の資源循環システムの自立化・強靭化と国際市場獲得に向けては、技術と

ルールのイノベーションを促進する観点からの総合的な政策パッケージとして

「成長志向型の資源自律経済戦略」が令和５年３月に策定され、令和６年 12月

には実現に向けた制度見直しに関するとりまとめが行われました。これを受け

て令和７年５月には「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正がなされ、

資源循環の強化に向けて、プラスチック再生資源の利用義務化、環境配慮設計の

促進などの措置がなされています。 

 

 また、食品ロスについては、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」

が令和７年３月に変更され、平成 12 年度比で令和 12 年度までに家庭系食品ロ

スは 50%減早期達成、事業系食品ロスは 60%減を新たな目標として設定し、達成

に向け、食べ残し持ち帰り促進及び食品寄附のガイドラインの普及啓発などに

取り組むとしています。 

食品ロス削減の推進に関する施策として、「食品ロス削減」「食品寄附促進」「食

品アクセス確保」の三つの施策を「食の環 (わ)」 プロジェクトとして一元的に

発信することや、食品ロス削減推進サポーターの育成等の普及啓発活動のほか、

食品関連事業者の取り組みに対する支援策も提示されました。 

 都道府県は、この基本方針をふまえ、都道府県食品ロス削減推進計画を定める

よう努めなければならないものとされており、また、市町村は、本基本方針及び

都道府県食品ロス削減推進計画をふまえ、市町村食品ロス削減推進計画を定め

るよう努めなければならないものとされています。 
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（２）県の取組 

 県政運営の基本姿勢や政策展開の方向を示す県の長期構想である「強じんな

美し国ビジョンみえ」（令和４年 10月策定）では、資源の有効利用、資源循環の

促進が図られ、廃棄物の排出が極力抑制されることで、持続可能な社会の実現に

向けて取り組みを進めています。また、「強じんな美し国ビジョンみえ」の実現

に向けて推進する取組内容をまとめた中期の戦略計画である「みえ元気プラン」

（令和４年 10月策定）では、今後５年間で取組を一層加速させていかなければ

ならない７つの課題の１つとして、脱炭素化等をチャンスととらえた産業振興

～「ゼロエミッションみえ」プロジェクト推進～を掲げ、温室効果ガスの排出削

減や気候変動への対応をリスクとしてだけとらえるのではなく、国のグリーン

成長戦略等もふまえ、カーボンニュートラルの実現に向けた動きをチャンスと

とらえ、県内産業・経済の発展につなげていく取組として、プラスチック等の高

度なリサイクル等の促進や、脱炭素化の促進により廃棄処理が懸念される製品

のリサイクルの促進に取り組んでいます。 

  

県の環境の保全に関する取組の基本的な方向を示すマスタープランである

「三重県環境基本計画」（令和２年３月策定）では、令和 12年度のめざすべき姿

として、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」「生活環境保全が確保され

た社会」の構築を目標として掲げ、環境、経済、社会の統合的向上が図られた持

続可能な社会（スマート社会みえ）の実現をめざしています。 

「循環型社会の構築」では、適正処理のさらなる推進を図ることで、県民の安

全・安心を確保したうえで、さまざまな主体との連携により、廃棄物の発生抑制、

再使用、再生利用の取組を進めるとともに、他の関係施策分野の取組と連携・協

調しながら、多種多様な地域循環共生圏の形成やライフサイクル全体での徹底

的な資源循環を図り、資源生産性の高い循環型社会を構築し、持続可能な社会を

実現することで、環境、経済、社会の統合的な向上をめざした取組を進めていま

す。 

 

 この「三重県環境基本計画」をふまえ、循環型社会の実現をめざして廃棄物施

策を推進しようとする県の姿勢を明確に打ち出すとともに、市町や事業者など

の関係者との連携を進めるうえで、めざす社会像を共有しやすい形にすること

が重要であると考え、県の廃棄物処理計画として令和３年３月に「三重県循環型

社会形成推進計画」を策定しました。 

 「三重県循環型社会形成推進計画」においては、令和元年に施行された「食品

ロスの削減の推進に関する法律」に基づく「食品ロス削減推進計画」としても位

置づけ、廃棄物処理の安全・安心の確保と、資源循環の取組を進めるため、さま
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ざまな主体との連携を一層強化しつつ、循環関連産業の振興による経済発展と

社会的課題（プラスチック対策、食品ロス対策）の解決の両立に向けた取組を推

進しています。 

食品ロスの削減に係る取組については、「第４次三重県食育推進計画」（令和３

年３月策定）に基づき、豊かな環境を支える食育の推進に向け、人や社会・環境

に配慮した消費行動である倫理的消費の啓発を行うとともに、食品関連事業者

や教育関係者、市町等多様な関係者との連携・協働を図った取組を進めています。 

マイクロプラスチックも含めた海洋プラスチックごみ対策については、「三重

県海岸漂着物対策推進計画」（平成 24 年３月策定）に基づき海洋ごみの発生抑

制対策及び回収・処理の取組を推進するとともに、伊勢湾に流入するごみを一層

減らすためには流域圏全体での取組が必要であることから、岐阜県・愛知県と共

同して「伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画」（令和６年３月策定）を策定

し、調査・研究による実態把握、発生抑制対策の推進、さまざまな主体間の連携

の確保を基本方針として、連携した取組を進めています。 

資源循環に係る温室効果ガス対策については、「三重県地球温暖化対策総合計

画」（令和５年３月改定）において、温室効果ガスの排出削減対策として未利用

バイオマス・廃棄物などの利用促進に取り組むとともに、市町、事業者等と連携

した地域のエネルギー資源の活用やコンパクトなまちづくり、効率的なエネル

ギーの地産地消を行うためのマネジメントシステムの構築等を通じ、地域経済

の活性化や生活サービスの向上、防災対策等に資する脱炭素に向けたまちづく

りの取組を促進することとしています。 

地域の特色として、四日市コンビナートでは、産業基盤として永続的に維持・

発展していくために、カーボンニュートラル社会の実現に貢献するコンビナー

トをめざすとともに、諸課題の解決に向けて想定されるさまざまな投資を呼び

込み、新エネルギーの利活用、カーボンニュートラル社会に貢献する素材供給等、

新たな産業の芽吹きを生み出すことが重要であることから、「四日市コンビナー

トのカーボンニュートラル化に向けた検討委員会」を設置し、多角的な視点で四

日市コンビナートのあるべき姿や方向性を打ち出しました。令和５年４月から

は「四日市コンビナートカーボンニュートラル化推進委員会」に改組し、具現化

に向けた企業間連携によるプロジェクトの創出など新たな取組を推進していま

す。 

また、平成 30年の三重県の観光消費額は、県内総生産の 6.3%相当を占めてお

り、全国的にも観光の位置づけが高く、特に伊勢志摩エリアを含む県南部におい

ては観光が重要な産業となっています。一方で、旅行者の増加に伴いオーバーツ

ーリズムといったマイナスの影響も生じることから、経済的な側面だけでなく、

地域社会との共存や、自然環境への配慮など、経済・社会・環境への影響を考慮
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する「持続可能な観光」に取り組む重要性が高まっていることから、「三重県観

光振興基本計画」（令和６年３月策定）では、持続可能な観光地づくりの推進に

取り組んでいます。 
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３ これまでの取組と残された主な課題 

（１）県における廃棄物処理の状況 

前計画では、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理状況を継続的に確認するため、

モニタリング指標を設定しました（表２）。モニタリング指標の令和７年度見込

みとこれまでの状況は図２～４のとおりです。 

表 2 モニタリング指標一覧 

モニタリング指標 平成 30年度実績 令和５年度実績 
令和７年度 

の見込み 

１人１日あたりのごみ 

（一般廃棄物）排出量 
947g/人・日 892g/人・日 902g/人・日 

一般廃棄物の資源化率 26.7％ 19.5％ 27.3％ 

一般廃棄物の最終処分量 25 千トン 16千トン 10千トン 

産業廃棄物の排出量 8,290 千トン 8,214千トン 8,176 千トン 

産業廃棄物の再生利用率 42.4％ 40.1％ 46.3％ 

産業廃棄物の最終処分量 335 千トン 222千トン 317千トン 

 

【一般廃棄物】 

 

図 2 １人１日あたりのごみ排出量の推移 

１人１日あたりのごみ（一般廃棄物）排出量は減少傾向にあり、令和５年度は

892g/人・日となっています。 
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図 3 一般廃棄物の排出量等の推移 

一般廃棄物の資源化率は、令和元年度のＲＤＦ焼却・発電の終了に伴いＲＤＦ

製造が減少したことで、令和５年度は 19.5%となっています。最終処分量は減少

傾向にあり、令和５年度は 16千トンとなっています。 
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【産業廃棄物】 

 

図 4 産業廃棄物の排出量等の推移 

産業廃棄物の排出量、再生利用率、最終処分量はおおむね横ばい傾向となって

おり、令和５年度はそれぞれ 8,214千トン、40.1%、222千トンとなっています。 
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（２）これまでの取組と残された主な課題 

 前計画では、持続可能な循環型社会の構築をめざすため、「新たな知見や技術

を取り入れ、多様な主体とのパートナーシップでめざす循環型社会～循環関連

産業の振興による経済発展と社会的課題解決の両立に向けて～」の基本理念の

もと、５年間の取組について表３のとおり５つの取組方向と 12の施策に整理し、

取組を進めてきました。 

 

表 3 前計画における取組方向及び施策 

取組方向１ パートナーシップで取り組む「３Ｒ＋Ｒ」 

  １－１ 事業者等とのパートナーシップによる取組の推進 

  １－２ 市町との連携の推進 

取組方向２ 循環関連産業の振興による「３Ｒ＋Ｒ」の促進 

  ２－１ 循環関連産業の育成及び支援 

  ２－２ 資源の循環的利用の促進 

取組方向３ 廃棄物処理の安全・安心の確保 

  ３－１ 廃棄物の適正処理と透明性の確保 

  ３－２ 産業廃棄物の不法投棄等の未然防止と早期発見・早期是正 

  ３－３ 産業廃棄物の不適正処理の是正措置の推進 

  ３－４ 災害廃棄物の適正かつ迅速な処理に向けた取組の推進 

取組方向４ 廃棄物政策を通じた社会的課題の解決 

  ４－１ プラスチック対策の推進 

  ４－２ 食品ロス等対策の推進 

取組方向５ 人材育成とＩＣＴの活用 

  ５－１ 循環型社会の構築に向けた人材の育成 

  ５－２ スマートなシステムの体制整備と情報発信 

 

 前計画の施策毎の主な取組と設定した目標項目毎の進捗状況、施策毎の残さ

れた主な課題を次の表以降のとおり整理しました。 
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前計画の進捗状況 
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【取組方向１ パートナーシップで取り組む「３Ｒ＋Ｒ」】 

施策 主な取組 残された主な課題 

１－１事業者

等とのパート

ナーシップに

よる取組の推

進 

・「みえスマートアクシ

ョン宣言事業所登録制

度」による「資源のスマ

ートな利用」の促進 

・市町のごみ分別アプリ

等を活用した資源循環

に関する普及啓発 

市町や関係団体と連携し、さまざまな

機会を通じて優良な取組の情報発信を

行うなど、県民や事業者による自主的

な取組を一層促進する必要がある。 

 

１－２市町と

の連携の推進 

 

【取組方向２ 循環関連産業の振興による「３Ｒ＋Ｒ」の促進】 

施策 主な取組 残された主な課題 

２－１循環関

連産業の育成

及び支援 

・環境負荷低減等に係る

研究開発や設備機器の

設置等に係る支援 

・資源循環の促進に向け

たガイドラインの策定 

・循環関連産業における

ＤＸの推進 

「循環経済への移行」を見据え、動脈産

業と静脈産業が連携し、産業を支える

資源として廃棄物の循環的利用を促進

するとともに、地球温暖化等の社会的

課題の解決にも資するため、さまざま

な主体との連携による再資源化の高度

化に取り組む必要がある。 

２－２資源の

循環的利用の

促進 

・認定リサイクル製品の

普及・利用拡大 

「３Ｒ＋Ｒ」のさらなる促進に向け、再

生可能資源の優先使用を進めるととも

に、市町や事業者に対して、その使用が

進むよう啓発を行っていく必要があ

る。 

 

【取組方向３ 廃棄物処理の安全・安心の確保】 

施策 主な取組 残された主な課題 

３－１廃棄物

の適正処理と

透明性の確保 

・優良認定処理業者の育

成と委託の促進 

・ＰＣＢ廃棄物の期限内

処理に向けた指導等 

産業廃棄物の適正処理による安全・安

心を確保するためには、引き続き、優良

認定処理業者の活用促進等による排出

事業者責任の徹底を図るとともに、Ｐ

ＣＢ廃棄物を処分期間内に確実かつ適

正に処理されるよう指導等を行ってい

く必要がある。 
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３－２産業廃

棄物の不法投

棄等の未然防

止 と 早 期 発

見・早期是正 

・産業廃棄物処理の監視・

指導 

・建設系廃棄物の排出事

業者等に対する研修会

等を通じた意識向上 

不法投棄等の未然防止及び早期発見・

早期是正のため、関係機関等と連携、協

働して広報啓発活動等を行い、不法投

棄等に関する情報提供を呼びかける必

要がある。 

３－３産業廃

棄物の不適正

処理の是正措

置の推進 

・行政代執行の実施と対

策完了した事案のモニ

タリング 

生活環境保全上の支障が生じていない

ことを確認するためのモニタリング等

を実施するとともに、地域住民等との

リスクコミュニケーションを図る必要

がある。 

３－４災害廃

棄物の適正か

つ迅速な処理

に向けた取組

の推進 

・災害廃棄物の適正処理

に向けた人材育成や関

係機関との連携強化 

いつ発生してもおかしくない南海トラ

フ地震や風水害等の大規模災害時にお

いても速やかに対応できるよう、災害

廃棄物処理体制を強化するとともに、

現場対応力を高める人材育成をさらに

進める必要がある。 

 

【取組方向４ 廃棄物政策を通じた社会的課題の解決】 

施策 主な取組 残された主な課題 

４－１プラス

チック対策の

推進 

・混合プラスチックのマ

テリアルリサイクルの

実証事業 

・海洋プラスチック対策

に資するごみ拾いアプ

リの導入 

さまざまな主体との連携により、プラ

スチック資源循環の高度化に向けた課

題解決の支援を通じ、ワンウェイプラ

スチックの削減の取組を進めるととも

に、代替素材を用いた製品の利用、高度

なリサイクル等による「３Ｒ＋Ｒ」の促

進を図る必要がある。 

４－２食品ロ

ス等対策の推

進 

・三重県食品提供システ

ム「みえ～る」の参加企

業・団体の拡大 

・市町と連携したフード

シェアリングサービス

の導入 

食べ物を無駄にしない意識の一層の醸

成・定着を図り、さらなる削減に向け、

行動につなげる必要があるため、市町

と連携して県民に向けた啓発を進めて

いく必要がある。 
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【取組方向５ 人材育成とＩＣＴの活用】 

施策 主な取組 残された主な課題 

５－１循環型

社会の構築に

向けた人材の

育成 

・ＩＣＴやＤＸに関する

セミナー等の開催 

動静脈連携や脱炭素化、ＤＸの推進な

ど、資源循環を取り巻く社会経済情勢

が大きく変化していることから、引き

続き、事業者自らによる新たな取組を

促進する必要がある。 ５－２スマー

トなシステム

の体制整備と

情報発信 
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４ 基本理念 

 本計画においては、これまでの取組成果や残された課題をふまえ、廃棄物処理

における安全・安心を前提としつつ、産業振興による資源の効率的な利用促進や

社会情勢の変化をふまえながら取り組んでいきます。 

 

 

みんなで築く安全・安心な三重の循環型社会 

～循環経済への移行によるより良い暮らしをめざして～ 

 

 

【基本的な考え方】 

 明日に希望をもって高い生活の質を享受できる持続可能な社会の実現をめざ

し、2050 年カーボンニュートラルを見据え、環境・経済・社会の統合的向上の

ための「勝負の 2030 年」に対応していく必要があります。そのため、廃棄物処

理の安全・安心の確保とともに、「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にく

い事業活動」が定着し、ごみの発生・排出が極力抑制され、排出された不用物は

最大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」の実現に向けた考え方を施策

のベースとしながら、廃棄物・資源循環行政を取り巻く環境変化や新たな潮流へ

の対応も重視しながら取り組んでいきます。 

 

【循環経済への移行】 

「循環経済への移行」を見据え、社会における高度な物質循環を確保すること

により、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される循環

型社会の構築に向け、社会全体での最適化を図り、資源循環への取組を通じて、

環境・経済・社会の統合的な向上を図っていきます。また、資源投入量・消費量

を抑えつつ、循環資源の一層の活用に向けた取組や、ストックを有効活用しなが

らサービス化等を通じて付加価値を生み出す取組を促進していきます。 

 

【カーボンニュートラル】 

2050 年カーボンニュートラルをめざして、資源循環の取組を通じて、温室効

果ガス削減に貢献していきます。また、カーボンニュートラルに限らず、循環型

社会の構築をめざすうえで、マルチベネフィットにつながる取組を推進してい

きます。 
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【さまざまな主体との連携】 

さまざまな主体が地域の環境と循環資源に関心を持ち、環境教育・環境学習や

環境保全活動等に積極的に参加したり、事業者、ＮＰＯ・ＮＧＯ 等の民間団体

の活動に協力したりする気運の醸成に取り組んでいきます。 

四日市コンビナートでは、カーボンニュートラル社会に貢献するコンビナー

トを実現するための取組を推進しているほか、県内には伊勢志摩エリアを含む

県南部をはじめ多くの観光資源があるなど、三重県の特色をふまえた取組を進

めていきます。 

マイクロプラスチックを含めた海洋ごみ対策の推進のため、海洋ごみの発生

抑制対策及び回収・処理の取組を推進するとともに、実態調査や一斉清掃に取り

組んでいきます。 

地域において廃棄物処理や資源循環に関する専門的な知見を持った人材、さ

まざまな主体間の利害を調整しパートナーシップを構築できる調整力を持った

人材、既存の概念にとらわれずに新たな仕組みを構築し実行していく人材の育

成に取り組んでいきます。 
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第２章 取組方向と施策 

 計画の基本的な考え方をふまえ、今後５年間の取組について３つの取組方向

－施策－主な取組に整理したうえで、持続可能な循環型社会の構築をめざしま

す。 

 

取組方向 施策 

１ 資源循環の前提とな

る安全・安心の確保 

1-1 循環資源のライフサイクルでの安全・安心

の確保 

 1-2 優良な事業者・処理業者の育成 

 1-3 不法投棄等の不適正処理事案への対応 

２ 地域課題の解決に資

する循環資源の利用

促進 

2-1 資源確保から廃棄等のすべての段階での徹

底した資源循環の促進 

 2-2 動静脈連携（事業者間連携）を通じた市場

価値創出の促進 

 2-3 地域のコーディネーター 

３ 持続可能な廃棄物処

理体制の確保 

3-1 廃棄物処理体制の強じん化 

 3-2 災害時の廃棄物処理体制の強化・充実 
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１ 取組方向１ 資源循環の前提となる安全・安心の確保 

循環型社会の構築に向け、生活環境の保全のための廃棄物処理における安

全・安心の確保に取り組みます。今後、「循環経済への移行」に向けて、これ

まで以上に循環資源を最大限活用する取組が拡がることから、より一層廃棄

物処理を含めた資源のライフサイクル全体を通しての安全・安心の確保が重

要となります。 

そのため、廃棄物の適正処理に加え、循環関連産業における安全・安心の確

保を前提としつつさまざまな主体の意識向上を図る必要があります。 

県では、産業廃棄物の不適正処理により生活環境保全上の支障等が生じた

事案について、地元自治会等とコミュニケーションを図りながら、行政代執行

による措置を講じてきました。これまでの反省をふまえ、このような事案を二

度と発生させないよう、排出事業者責任の徹底、厳正な監視・指導活動等、厳

正な法令の施行に取り組んでいきます。 

廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者が自らの責任で産業廃棄物

を適正に処理することができるよう、より信頼性の高い産業廃棄物処理業者

を選定しやすい環境の整備に向けて、遵法性や事業の透明性が高く、財務体質

が健全である優良な処理業者を認定する優良産廃処理業者認定制度の活用に

取り組んでいきます。 

新たに確認される不法投棄事案数は横ばいで推移していることから、引き

続き、厳正な監視・指導活動を行うとともに、警察をはじめとする関係機関と

の連携を維持・強化し、悪質な事案に対処していく必要があります。また、建

設系廃棄物が不法投棄される要因に解体工事が重層的な構造によって行われ

ることで、廃棄物の処理責任があいまいになることがあげられます。 

そのため事案の早期発見・早期是正を図るため、ＩＣＴをはじめとする新し

い技術の導入・活用を進めていきます。また、業界団体等と連携して、排出事

業者責任や解体工事業者の法令遵守の徹底を図る取組を進めていきます。 

循環関連産業における安全・安心の確保を前提としつつ、さらなる意識向上

を図るため、研修やセミナーを通じた知識の習得を進めるとともに、再生資源

の適切な循環利用が促進されるよう、再生事業者への助言等を行います。 

マイクロプラスチックを含めた海洋ごみは、海岸域に漂着することで砂浜

等の景観悪化が課題となっているほか、漁業や生態系への影響が懸念されて

います。 

そのため、さまざまな主体と連携しながら、海洋ごみの発生抑制対策及び回

収・処理の取組等を推進していきます。 
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施策及び主な取組 

■施策 1-1循環資源のライフサイクルでの安全・安心の確保 

〇排出事業者責任の徹底 

 排出事業者が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理し、安全・安心を確保する

ため、遵法性や事業の透明性が高く、財務体質が健全である優良認定処理業者の

活用を排出事業者へ働きかけます。 

 

○各種リサイクル法に基づく取組の促進 

天然資源投入量の削減、循環資源の利用促進や環境負荷の低減のため、家電リ

サイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法など、各種リサイクル法に

おける個別品目のリサイクルについて、関係法令に基づき取組を進めるととも

に、容器包装リサイクル法やプラスチック資源循環法に基づき、市町と連携し、

プラスチックの資源循環を促進します。 

 

○再生資源の適切な循環利用の促進 

 中間処理後物を再生品等として製造する再生事業者が、製造業者でもあると

いう認識をもって、再生品等の製造時や利用時の環境安全性が確保され、再生資

源の適切な循環利用が促進されるよう、循環関連産業による資源循環の促進に

向けたガイドラインに基づき、助言等を行います。 

 

○リチウム蓄電池等の処理困難物の適正処理の推進 

一般廃棄物の適正処理及び環境負荷の低減を図るため、処理困難物について

は、国の動向を見据えながら市町等へ情報提供や技術的助言を行うとともに、県

民への普及啓発を行います。 

特に、近年、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品に起因する火

災事故等によるごみ処理施設の停止や収集運搬車両の故障が全国的に発生して

います。ごみ処理が滞らないよう優良事例の収集等を行い、市町と連携して情報

提供を行います。 

 

○不適正ヤード対応 

金属スクラップやプラスチック、鉛バッテリー、その混合物を含む雑品スクラ

ップ等の再生資源は有価で取引がされており、廃棄物処理法の適用が困難な事

例があり、中には、火災発生等の環境負荷が認められる不適正ヤードもあります。

不適正ヤードにおける生活環境保全の確保に向けて、国の動向を見据えながら

市町と連携し、立入検査により対応を行います。 
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○ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物は早期に確実に処理する必要があります。 

低濃度ＰＣＢ廃棄物については、令和９年３月末の期限までに処分されるよ

う周知するとともに、保管事業者へ指導していきます。また、令和９年度以降に、

低濃度ＰＣＢ使用製品が不要となったこと等により低濃度ＰＣＢ廃棄物が発生

等した場合や、新たに高度濃ＰＣＢ廃棄物が発見された場合には、国の方針に従

い、立入検査等により早期処分及び処分するまでの間の適正な保管を指導して

いきます。 

 

○最終処分場周辺環境整備事業 

管理型産業廃棄物最終処分場の周辺地域において、住みよいまちづくりのた

めの基盤の整備や景観を維持するため、産業廃棄物税を活用して周辺地域の生

活環境整備を支援し、環境改善を図ります。 

 

○海洋ごみ対策の推進 

 海洋ごみの発生抑制対策及び回収・処理の取組を推進するとともに、実態調査

や一斉清掃に取り組むなど、三県一市等で連携して広域的な海洋ごみの発生抑

制対策を実施していきます。また、マイクロプラスチックも含めた海洋プラスチ

ックごみ対策として、ごみ拾いＳＮＳアプリを活用するなど、イベント等を通じ

て県民に海洋汚染の実態の理解を深めていただくとともに、ごみの発生抑制や

海洋への流出防止といった行動につながるような普及啓発を行います。 

 

○適正処理に向けた市町への支援等 

一般廃棄物の適正処理及び環境負荷の低減を図るため、国の動向を見据えな

がら新たな技術を積極的に活用する視点を含め、市町へ情報共有や技術的助言

を行います。また、円滑な一般廃棄物の処理に向けた業務継続計画の策定、市町

の廃棄物処理施設整備及び維持管理について市町へ支援や助言を行います。 

 

■施策 1-2優良な事業者・処理業者の育成 

○事業者への適正処理に向けた指導等 

「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」（以下「三重県産業廃

棄物条例」という。）に基づき、施設を設置する際の地域住民との合意形成手続

き、建設系廃棄物の適正処理に係る元請業者の発注者への説明義務等の指導を

行うことで、産業廃棄物の適正な処理を推進します。 

また、廃棄物処理法に基づき、排出事業者責任の徹底を図るとともに、許可申

請等の厳正な審査及び産業廃棄物処理業者等への的確な指導を行います。 
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○電子マニフェストの利用促進 

電子マニフェストの利用が進んでいない業種に対して加入を働きかけるなど、

排出事業者による電子マニフェストのさらなる利用を促進します。また、定型フ

ォーマットが活用できることや、紙の保存及び排出事業者によるマニフェスト

交付等状況報告の提出が不要となるなど、電子マニフェストの強みを活かし、事

業者等の業務の効率化につながるような取組を進めます。 

 

○優良認定処理業者の育成 

遵法性や事業の透明性が高く、財務体質が健全で環境に配慮した事業活動を

行うことができ、更に継続していくことができる処理業者を育成し、産業廃棄物

の不適正処理を防止するため、国の制度を活用し、優良認定処理業者の育成に係

る取組を進めます。また、排出事業者に対しては、三重県産業廃棄物条例をふま

え、その優位性を周知し、優良認定処理業者の活用の促進と処理業者に対する働

きかけを行うとともに、引き続き、より効果的な運用につながるよう取り組みま

す。 

 

■施策 1-3不法投棄等の不適正処理事案への対応 

○産業廃棄物処理の監視・指導 

産業廃棄物が適正に処理され、資源循環が促進されるよう排出事業者、処理業

者に対し、計画的な監視・指導を行うとともに、抑止効果・情報収集能力の高い

不法投棄監視カメラ、広範囲･全体像の把握が容易なドローン等の資機材、ＩＣ

Ｔをはじめとした新しい技術の活用や近隣県市等と連携した県境での路上監視

を実施し、産業廃棄物の不法投棄等不適正処理の未然防止を図ります。 

また、不適正処理事案については、必要に応じて警察等関係機関と連携して対

応し、廃棄物の撤去等の改善に速やかに着手させるとともに、事業許可の取消や

改善命令の発出など厳正な監視・指導を行います。 

さらに、ＡＩを活用して、マニフェスト交付等状況報告や処理実績報告等、県

の保有する産業廃棄物に関するデータについて分析し、不適正処理の起こりや

すい地域や時期等を特定して重点的な監視活動を行うことや、さまざまな場所

に設置された監視カメラやセンサーの情報等をリアルタイムで収集、解析し、自

動的に担当者へのアラートの発出、参考情報の提供や処理方針の提案等を行い、

迅速な対応につなげることで未然防止、早期発見・早期是正に資する取組の検討

を進めていきます。 
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〇建設系廃棄物対策 

建設系廃棄物が不法投棄される要因に、解体工事が重層的な構造によって行

われることで、廃棄物の処理責任があいまいになることがあげられます。また、

建設系廃棄物の不法投棄等に関し、行政処分に至った大きな要因が「法の理解が

不十分」であることから、業界団体と連携して、排出事業者責任や解体工事業者

の法令遵守の徹底を図る取組を進めていきます。 

 

○不法投棄等の防止に向けた取組の推進 

不法投棄等の未然防止や早期発見を図るためには、県だけではなく、県民、市

町、事業者等の多様な主体と連携し、メディアやＳＮＳによる発信、各種イベン

トにおける周知やキャンペーンの展開を通じて不法投棄をさせない気運を高め

るとともに、各主体の自発的取組を促進します。 

また、多様な主体との連携による間隙のない監視活動を行うため、市町立入検

査員の任用、事業者等との情報提供協定、地域のパトロール活動団体の支援、電

話・メール・スマホによる廃棄物 110番の設置を継続的に実施するとともに、未

然防止や早期発見につながるＩＣＴをはじめとする新しい技術の導入・活用を

進めていきます。 

 

○環境修復事業後の取組 

産業廃棄物の不適正処理により生活環境保全上の支障等が生じた不適正処理

事案については、廃棄物の全量撤去は行わずに対策工事を完了したことから、残

置廃棄物由来の潜在的な汚染リスクが残っており、生活環境保全上の支障が生

じていないことを確認するため、今後も水質モニタリング等の実施や地元自治

会等とのコミュニケーションにより、安全・安心を確保していきます。 

なお、行政代執行に要した費用については、引き続き原因者等に求償していき

ます。  
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２ 取組方向２ 地域課題の解決に資する循環資源の利用促進 

 循環資源の利用促進に向けては、資源確保から生産、流通、使用、再使用、

再資源化、廃棄等全ての段階での徹底した資源循環の促進が重要となります。 

 そのため、再生可能資源の使用や、循環利用しやすい製品の生産や利用を促

進するとともに、使用中または使用を終えて廃棄となった後の効率的な移動・

回収を実現していく必要があります。また、使用にあたっては使用者がなるべ

く長期に使用するよう点検・リペア・交換・再使用を行うことができる環境を

構築していく必要があります。廃棄する場合でも、一度に多量に排出されない

ような取組を進める必要があります。廃棄段階においては、３Ｒの原則によ

り、発生抑制に努めるとともに、技術的及び経済的に可能な範囲で再利用し、

再利用できないものはリサイクルし、リサイクルできないものはエネルギー

回収することが重要です。一層の取組を進めるためには、県の公設試験研究機

関による企業等との共同研究のほか、産業廃棄物税を活用した研究・技術開

発、設備機器の設置の支援、認定リサイクル製品の普及・利用拡大など、より

高度で効率的な資源循環の仕組みの構築に努めていきます。 

 「循環経済への移行」に向けては、さまざまな主体との連携が重要であり、

特に資源循環分野における動静脈連携をはじめとした事業者間連携の取組を

促進していく必要があります。 

 そのためには、製造業などにおいて再生材の利用を前提とした商品開発や

再生材の活用に向けた技術開発が必要となるため、情報の提供、研究・技術開

発、設備機器の設置等の支援を行う必要があります。また、事業者同士がマッ

チングできる場を提供するほか、さまざまな機会を通して、事業者のみならず

さまざまな主体間の連携を拡げていきます。 

 事業者間の連携を進めるにあたっては、地域の実情を把握したうえで、先進

的な取組の周知・拡大に取り組むとともに、地域で点在する取組をコーディネ

ートできる人材の育成に取り組みます。 

 また、四日市コンビナートではカーボンニュートラル社会に貢献するコン

ビナートを実現するための取組を推進しているほか、多くの観光資源がある

など、県の特色をふまえた取組を進める必要があります。 

 そのためには、資源循環の視点によるアプローチに限らず、カーボンニュー

トラルに資する取組であること、環境のみならず、経済・社会など、マルチベ

ネフィットにつながる取組を進めていきます。 

 食品ロスの削減については、家庭系食品ロス、事業系食品ロスとも取組が進

んでいますが、さらなる削減に向け、一層の意識の醸成・定着を図る必要があ

ります。 
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 そのためには、市町と連携してアプリ等を活用し県民に向けた啓発を進め

ていくほか、生活困窮者支援にもつながる三重県食品提供システムの参加企

業・団体の拡大等、社会課題の解決にもつながる取組を進めていきます。 

 

施策及び主な取組 

■施策 2-1資源確保から廃棄等のすべての段階での徹底した資源循環の促進 

○産業廃棄物の発生抑制等に向けた支援 

産業廃棄物処理業者を含めた事業者による積極的な産業廃棄物の発生抑制・

循環的な利用・減量化の研究・技術開発及び産業廃棄物由来の再生資源を原料と

した商品開発を行う経費の一部や、産業廃棄物の発生抑制等に係る設備機器を

設置する経費の一部を支援することで、産業廃棄物の発生抑制等を進めるとと

もに、天然資源の使用を抑制し地球温暖化対策を含めた環境への負荷の低減を

めざします。 

 

○プラスチック資源循環の高度化 

 プラスチックの資源循環を促進するため、再生プラスチック原料の需要に応

じた供給体制や製品への適用可能性を検討していきます。また、資源循環を通じ

た四日市コンビナートにおけるカーボンニュートラル社会への貢献に向けた動

きとの連携を検討していきます。 

 

○新たに廃棄処理が懸念される製品等の循環的利用の促進 

 国の動向を注視しながら、太陽光パネル等の新たに廃棄処理が懸念される製

品等の循環的利用に係る取組を促進するとともに、関連産業の振興を図ります。 

 

○不適正ヤード対応（再掲） 

金属スクラップやプラスチック、鉛バッテリー、その混合物を含む雑品スクラ

ップ等の再生資源は有価で取引がされており、廃棄物処理法の適用が困難な事

例があり、中には、火災発生等の環境負荷が認められる不適正ヤードもあります。

不適正ヤードにおける生活環境保全の確保に向けて、国の動向を見据えながら

市町と連携し、立入検査により対応を行います。 

 

○廃棄物等のリサイクル技術の研究開発 

県の公設試験研究機関と企業や高等教育機関等との連携により、課題の多い

建設系廃棄物や地場産業の廃棄物等のリサイクル技術の研究開発を行います。 
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〇認定リサイクル製品の普及・利用拡大 

認定リサイクル製品の利用の推進に向けて、事業者への立入検査や安全性確

認調査を実施し、リサイクル製品の認定制度を的確に運用するとともに、品質及

び安全性を確保します。また、同製品の利用促進を図るため、市町や事業者、関

係機関などに対し認定リサイクル制度や同製品について広く情報提供を行いま

す。さらに、新たな再生資源を用いた製品の開発をめざす事業者へ技術的支援を

行います。 

 

〇環境に配慮した製品の生産・利用促進 

天然資源の使用を抑制し再生可能資源を活用したリサイクル製品の普及に向

けて、原料に再生可能資源等を用いるなど環境に配慮した製品の開発や利用を

促進します。また、環境配慮設計の製品の生産を促進します。このため、製造業

者や流通業者、販売事業者などとの意見交換をふまえ、環境配慮製品の情報発信

を行うとともに、同製品の現状や動向などを把握するための市場の調査や課題

の整理を行います。さらに、事業者の取組について、リサイクル製品のＰＲだけ

でなく、資源循環に資する先進的、モデル的な取組について広く情報発信します。 

 

〇一般廃棄物の３Ｒの促進 

脱炭素にもつながる一般廃棄物の３Ｒの促進に向けて、国や他自治体での対

策や取組情報などを積極的に収集、発信するとともに、先進的で効果的な３Ｒの

取組を市町と連携しモデル的に実施し、その成果を県内に展開していきます。 

具体的には、市町と情報共有や意見交換を行う場である行政連絡会議などを

通じて、家庭系ごみの分別排出の徹底やごみ処理の有料化などの事例、事業系ご

みの多量排出事業者への排出抑制等の指導・搬入規制の事例など、一般廃棄物の

３Ｒに関する取組を水平展開するほか、市町における発生・排出抑制につながる

施策の検討・実施に向けて、技術的な支援を行います。 

また、一般廃棄物処理を担う市町と連携して、ごみに関する情報を県民に直接

発信できるごみ分別アプリ等を活用し、県民・事業者への啓発を行います。 

 

○ごみの持つ未利用エネルギー活用の促進 

温室効果ガスの排出削減の観点から、資源循環分野における未利用エネルギ

ーの利活用を進めることは重要です。このため、国の循環型社会形成推進交付金

等により、市町のごみ処理施設の新設や更新において、高効率なエネルギー回収

型ごみ処理施設等の積極的な導入を促すなど、ごみの持つ未利用エネルギーの

有効利用を促進します。 
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○高度なリサイクルシステムの促進 

県内のペットボトルの高度なリサイクル工場の立地を契機とした水平リサイ

クルを促進するため、市町と連携した家庭から排出されるペットボトルの水平

リサイクルなど、先進的な取組の情報発信を通じて高度なリサイクルシステム

の取組を促進します。 

また、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律等の施

行にあたって、関係機関と連携して対応していきます。 

 

○業界団体等との連携による事業者の資源循環の促進 

業界団体等と連携し、事業者等が法令を遵守し、資源循環の促進につながるよ

うセミナーや勉強会等を開催します。また、事業者等が相互に取り扱う廃棄物等

をより効率的・効果的に資源循環するための働きかけが相互に実施できるよう、

関係団体と連携して情報提供などを実施します。 

 

○資源のスマートな利用の促進 

資源確保から製品の生産、流通、販売、廃棄等に至るライフサイクル各段階で、

環境負荷の低減を図りつつ、資源循環を推進するため、「みえスマートアクショ

ン宣言事業所登録制度」の運用等により、ライフサイクル各段階に関わる事業者

による「資源のスマートな利用」等の自主的な取組を促進します。優良な取組事

例については、セミナー等で積極的にＰＲし、水平展開することで、事業者によ

る自主的な資源循環に係る取組の裾野を拡げていきます。 

また、県職員が率先して、マイボトル・マイバッグ運動の促進、ワンウェイプ

ラスチック削減等の「資源のスマートの利用」に取り組んでいきます。 

 

○多量排出事業者による取組の促進 

産業廃棄物が年間 1,000トン以上発生する多量排出事業者等による発生抑制、

リサイクル及び適正処理に関して、事業者自らが排出状況について把握し、次年

度以降のさらなる発生抑制等につながるよう個別支援・助言を行います。 

 

○各種リサイクル法に基づく取組の促進（再掲） 

天然資源投入量の削減、循環資源の利用促進や環境負荷の低減のため、家電リ

サイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法など、各種リサイクル法に

おける個別品目のリサイクルについて、関係法令に基づき取組を進めるととも

に、容器包装リサイクル法やプラスチック資源循環法に基づき、市町と連携し、

プラスチックの資源循環を促進します。 
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○食品ロスの削減 

 食品ロスの削減に向けて、市町や食品関連事業者、関係機関と連携し、地域の

特性等に応じた取組やマルチベネフィットにつながる取組を進めます。 

 ＜家庭系食品ロスの削減＞ 

家庭系食品ロスを削減するためには、県民の食べ物を無駄にしない意識を

醸成し、それが行動につながることが重要であることから、県内の学校教育

で使用できるデジタル教材の作成や、フードドライブの展開等、家庭系食品

ロスの削減に向けた積極的な啓発や情報発信を行います。 

 ＜事業系食品ロスの削減＞ 

事業系食品ロスを削減するためには、食品製造業、食品卸売業、食品小売業

及び外食産業等の業種に応じた効果的な取組を進めます。 

食品製造業及び食品卸売業等から発生する規格外品等の未利用食品の活用

だけでなく、生活困窮者支援を目的とした三重県食品提供システム（通称「み

え～る」）について、参加団体を拡大していくとともに、効果的な運用を検討

していきます。また、外食産業については、食べ残しの持ち帰りの促進等に

より、事業系食品ロス削減につなげていきます。 

 

■施策 2-2動静脈連携（事業者間連携）を通じた市場価値創出の促進 

○事業者と連携した取組の推進 

生産・流通・小売業者から廃棄物処理業者まで、ライフサイクル全ての段階で

製品に関わる事業者との関係を生かし、さらなる資源循環を促進するため、資源

循環を推進している事業者との協定の締結等の手法の活用も検討しながら、連

携した取組を進めます。 

 

○プラスチック資源循環の高度化（再掲） 

 プラスチックの資源循環を促進するため、再生プラスチック原料の需要に応

じた供給体制や製品への適用可能性を検討していきます。また、資源循環を通じ

た四日市コンビナートにおけるカーボンニュートラル社会への貢献に向けた動

きとの連携を検討していきます。 

 

〇新たに廃棄処理が懸念される製品等の循環的利用の促進（再掲） 

 国の動向を注視しながら、太陽光パネル等の新たに廃棄処理が懸念される製

品等の循環的利用に係る取組を促進するとともに、関連産業の振興を図ります。 
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○地域循環共生圏の構築に向けたモデルづくり 

地域における循環資源等の状況を把握し、その情報を生産・流通業者、廃棄物

処理業者、市町など関係する主体と共有するとともに、地域特性や循環資源等の

性質に応じ地域内で有効活用するための研究事業や事業者等とのマッチング等

を行うなど、さまざまな主体と連携することで、地域循環ビジネスの創出に向け

た取組を進めます。 

 

○業界団体等との連携による事業者の資源循環の促進（再掲） 

業界団体等と連携し、事業者等が法令を遵守し、資源循環の促進につながるよ

うセミナーや勉強会等を開催します。また、事業者等が相互に取り扱う廃棄物等

をより効率的・効果的に資源循環するための働きかけが相互に実施できるよう、

関係団体と連携して情報提供などを実施します。 

 

■施策 2-3地域のコーディネーター 

○事業者と連携した取組の推進（再掲） 

生産・流通・小売業者から廃棄物処理業者まで、ライフサイクル全ての段階で

製品に関わる事業者との関係を生かし、さらなる資源循環を促進するため、資源

循環を推進している事業者との協定の締結等の手法の活用も検討しながら、連

携した取組を進めます。 

 

○循環関連産業の振興につながる人材の育成・確保 

廃棄物処理やリサイクルに関するイメージの向上を図り、廃棄物処理体制の

強化・充実につなげるため、関係部局や関係団体と連携し、地域や職場において

活動する方や廃棄物の「３Ｒ＋Ｒ」に関心のある方等を対象に、県内の廃棄物処

理の現状と課題や先進的な取組等に関するセミナーや勉強会等を開催するなど、

地域や職場でごみの減量化や資源循環に率先して取り組む人材の育成や担い手

の確保を図ります。 

また、事業者については、ＩＣＴの活用、環境配慮型の製品設計や再生原料の

積極的な活用、より二酸化炭素排出量の削減等につながる事業活動等、資源循環

の促進や廃棄物処理体制の強化・充実につながる情報を提供します。 

 

○Ｗｅｂ等を活用した情報発信 

ＩＣＴの進展による広報媒体やコミュニケーションツールの多様化が急激に

進んでいる状況に対応するため、スマートデバイスなどさまざまなツールを活

用し情報発信をしていく必要があることから、インターネットや県広報紙に限
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らず、さまざまなツールを用いて、県や事業者等の取組や情報を発信していきま

す。 

 

○関係機関との連携による啓発活動 

環境関連イベントへの参加や、学校や企業等への出前講座といったこれまで

の形の啓発にとどまらず、ＳＮＳやアプリ、オンライン講義等、ＩＣＴを活用し

た多様な手段で情報発信を行うとともに、事業者や団体、国、市町等さまざまな

主体との連携により啓発の効果を高めることで、県民の環境意識を高揚させ、環

境負荷の低減に向けた行動を促進します。 

 

○廃棄物の適正な処理の推進等に係る取組に対する顕彰制度 

県内における廃棄物の適正な処理の推進、発生抑制及び資源の循環利用等に

関し、顕著な功績を収めた個人、団体及び事業者に対して表彰を行うとともに、

その取組事例を広く紹介します。 
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３ 取組方向３ 持続可能な廃棄物処理体制の確保 

市町等におけるごみ処理については、国から新たに中長期における持続可

能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化に

ついて示されたことから、市町等と連携して新たなごみ処理体制の構築に向

けて取組を進めていきます。 

 廃棄物処理体制の持続可能性については、事業者は新たな仕組みに対応し

ていく必要があるとともに、事業の効率性・作業性・安全性の向上のための 

ＩＣＴの活用を通じた企業経営の改善、新たな価値を創造するための技術開

発などが必要となります。 

 そのためには、セミナーの開催や有識者派遣のほか、県の公設試験研究機関

における企業等との共同研究等を通じて事業者の廃棄物処理体制の持続可能

性を促進します。いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震等の大規模災

害時に発生する災害廃棄物を迅速に処理することは、早期の復旧・復興を進め

るために非常に重要です。 

県では被災した市町が災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するために必要な

県の果たすべき役割と機能をとりまとめた「三重県災害廃棄物処理計画」を策

定しています。新たな南海トラフ地震被害想定や国の災害廃棄物対策指針を

ふまえ、当該計画の改定を行います。過去の大規模災害の教訓をふまえた訓練

等を実施し、県内市町の災害廃棄物処理体制の強化・充実に向けた取組を進め

ます。 

令和６年能登半島地震をはじめとした大規模災害の教訓から、災害廃棄物

の処理にあたっては、民間事業者の協力は不可欠です。また、民間事業者にお

ける処理体制の強化・充実は産業廃棄物の処理を委託している事業者の早期

復旧にもつながるものです。 

そのため、民間事業者における災害時の廃棄物処理体制の強化・充実に取り

組んでいきます。 

 

施策及び主な取組 

■施策 3-１廃棄物処理体制の強じん化 

○ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化 

ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化については、令和６年３月 28日

付環境省通知において、将来にわたり持続可能な適正処理を確保し、同時に脱炭

素化も推進していくため、中長期的な視点で安定的かつ効率的なごみ処理体制

の在り方を検討することが必要であり、市町と連携し、長期広域化・集約化計画
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を策定し、これに基づき、安定的かつ効率的なごみ処理体制の構築を推進するこ

とが求められています。 

県内では広域連合や一部事務組合による広域でのごみ処理が進んでいるとこ

ろですが、既存施設の更新時期や市町の事情にも配慮し、ごみ処理の広域化・集

約化のさらなる推進に向け、市町と連携しながら、長期広域化・集約化計画の策

定に向けた調整・検討を行っていきます。 

また、中長期における持続可能な適正処理の確保に向け、安定的かつ効率的な

市町のごみ処理体制の構築につながる必要な技術的助言を実施していきます。 

 

○適正処理に向けた市町への支援等（再掲） 

一般廃棄物の適正処理及び環境負荷の低減を図るため、国の動向を見据えな

がら新たな技術を積極的に活用する視点を含め、市町へ情報共有や技術的助言

を行います。また、円滑な一般廃棄物の処理に向けた業務継続計画の策定、市町

の廃棄物処理施設整備及び維持管理について市町へ支援や助言を行います。 

 

○ポストＲＤＦに向けた支援等 

ポストＲＤＦに向けては、関係市町のごみ処理が滞りなく行われるよう、引き

続き、市町等における新たなごみ処理体制への円滑な移行に必要な協力・支援を

行っていきます。 

 

○災害時の廃棄物の適正処理に係る循環関連産業の体制強化・充実 

 循環関連産業を担う民間事業者による廃棄物の処理が、災害時においても維

持される体制を確保・充実することは、社会全体の早期の復旧・復興に非常に重

要です。そのため、災害時における事業継続体制の構築や災害時に発生する廃棄

物処理に係る知見を有した人材の育成に取り組みます。 

 

○循環関連産業の振興につながる人材の育成・確保（再掲） 

廃棄物処理やリサイクルに関するイメージの向上を図り、廃棄物処理体制の

強化・充実につなげるため、関係部局や関係団体と連携し、地域や職場において

活動する方や廃棄物の「３Ｒ＋Ｒ」に関心のある方等を対象に、県内の廃棄物処

理の現状と課題や先進的な取組等に関するセミナーや勉強会等を開催するなど、

地域や職場でごみの減量化や資源循環に率先して取り組む人材を育成や担い手

の確保を図ります。 

また、事業者については、ＩＣＴの活用、環境配慮型の製品設計や再生原料の

積極的な活用、より二酸化炭素排出量の削減等につながる事業活動等、資源循環

の促進や廃棄物処理体制の強化・充実につながる情報を提供します。 
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■施策 3-2災害時の廃棄物処理体制の強化・充実 

○災害廃棄物の処理体制の強化 

災害廃棄物処理に係る応援協定締結団体や市町等が参加する図上演習及び実

地訓練を実施します。また、関係機関との連絡会の開催や国の大規模災害時廃棄

物対策中部ブロック協議会への参画など、関係者と連携して災害廃棄物の処理

体制を強化していきます。 

また、新たな南海トラフ地震被害想定や国の災害廃棄物対策指針をふまえ、

「三重県災害廃棄物処理計画」の改定を行うとともに、市町の災害廃棄物処理計

画の改定や災害廃棄物処理体制の強化に向けて、必要な協力・支援を行います。 

  

○災害廃棄物処理を担う人材の育成 

県・市町等において災害廃棄物の処理を担う人材の確保をめざし、市町等や隣

県と連携した広域的な訓練の実施など、最新の知見や事例を取り入れながら、災

害廃棄物処理に精通した人材育成を図り、県・市町等職員の災害対応能力の維

持・向上を進めます。 

 

○災害時の廃棄物の適正処理に係る循環関連産業の体制強化・充実（再掲） 

 循環関連産業を担う民間事業者による廃棄物の処理が、災害時においても維

持される体制を確保・充実することは、社会全体の早期の復旧・復興に非常に重

要です。そのため、災害時における事業継続体制の構築や災害時に発生する廃棄

物処理に係る知見を有した人材の育成に取り組みます。 
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第３章 計画の目標 

１ 循環型社会形成に向けた取組に係る目標 

 持続可能な循環型社会の構築をめざすための県の取組の成果を示す指標とし

て施策毎に目標を設定します。 

 

【施策 1-1 循環資源のライフサイクルでの安全・安心の確保】 

 産業廃棄物の排出事業者責任の徹底を図るため、優良認定処理業者への委託

率向上をめざします。特別管理産業廃棄物に占める多量排出事業者による優良

認定処理業者への委託率が約 70％である状況をふまえ、排出事業者への働きか

け等を通じ、産業廃棄物の多量排出事業者による処理委託量についても、優良認

定処理業者への委託率を 70%とすることをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇排出事業者責任の徹底 優良認定処理業

者への委託率 

50.7 ％ 

(令和５年度) 

70.0 ％ 

 

【施策 1-2 優良な事業者・処理業者の育成】 

 優良認定を取得している処理業者を増加させ、排出事業者が産業廃棄物の処

理を優良認定処理業者に委託することで、県内における産業廃棄物処理の安全・

安心の確保につなげる必要があることから、セミナーの開催等による認定取得

の促進の取組等を通じて、優良認定処理業者の認定事業者数を 670 事業者とす

ることをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇優良認定処理業者の育成 優良産廃処理業

者認定制度によ

り認定された事

業者数 

517事業者 

(令和６年度) 

670 事業者 
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【施策 1-3 不法投棄等の不適正処理事案への対応】 

 不法投棄は、大規模になるほど周辺環境への影響は大きくなり、是正において

も時間や労力等を要することから、投棄量が少ない段階で早期に発見し早期に

是正させることが重要です。直近５年間の不法投棄事案１件あたりの投棄量が

15トンから 21トンで推移していることをふまえ、不法投棄事案１件あたりの確

認数量を 10トン未満とすることをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇産業廃棄物処理の監視・

指導 

〇不法投棄等の防止に向け

た取組の推進 

不法投棄事案 

１件あたりの確

認数量（直近５

年間平均） 

15トン 

(令和６年度) 

10 トン未満 

 

【施策 2-1 資源確保から廃棄等のすべての段階での徹底した資源循環の促進】 

 県内事業者による資源循環の取組のさらなる促進に向け、技術的・財政的支

援が必要です。近年の支援件数が平均約９件/年であることをふまえ、計画の

対象期間内に延べ 45件の新たな支援を行うことをめざします。 

 また、食品ロスのさらなる削減に向け、これまで市町や食品関連事業者等と

連携して県で実施したモデル事業等の取組を県内で広く普及拡大させ、取組の

定着を図る必要があることから、関係機関等と連携した食品ロス削減に係る取

組を県内全市町に拡げることをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 

 

目標値 

令和 12年度 

〇産業廃棄物の発生抑制等

に向けた支援 

〇廃棄物等のリサイクル技

術の研究開発 

〇認定リサイクル製品の普

及・利用拡大 

資源循環に係る

研究開発及び設

備導入等の支援

件数 

－ 45件 

〇食品ロスの削減 食品ロスの削減

に向けた取組を

実施した市町数 

15 市町 

(令和７年度) 

29 市町 
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【施策 2-2 動静脈連携（事業者間連携）を通じた市場価値創出の促進】 

 循環経済への移行や循環資源の利用を加速させるためには、単独事業者では

実現困難であり、県が事業者間連携による取組を後押しし、その後の定着・自立

を促すことが必要です。本計画では、県が実施する資源循環分野における事業者

間連携の取組に参画した事業者数を動静脈連携に係る目標項目として新たに設

定し、計画の対象期間内に延べ 50 事業者による取組が継続されていることをめ

ざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇事業者と連携した取組の

推進 

〇地域循環共生圏の構築に

向けたモデルづくり 

事業者間連携の

促進に向けた取

組に参画した事

業者数 

－ 50 事業者 

 

【施策 2-3 地域のコーディネーター】 

 さまざまな主体による廃棄物の適正処理及び資源循環を促進するためには、

廃棄物処理や資源循環に関わる一人ひとりの意識向上を図ることが必要です。

本計画では循環関連産業の振興につながる人材の育成・確保につながるよう、県

が主催する資源循環や廃棄物処理体制の強化・充実を図るセミナー等への参加

者数を目標項目として新たに設定し、計画の対象期間内に延べ 1,550 人とする

ことをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇循環関連産業の振興につ

ながる人材の育成・確保 

資源循環等に係

るセミナー等へ

の参加者数 

－ 1,550人 
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【施策 3-1 廃棄物処理体制の強じん化】 

 環境省の通知に基づき、市町と連携し、安定的かつ効率的な一般廃棄物の処理

体制を構築する必要があることから、令和９年度までに新たに長期広域化・集約

化計画を策定することを目標とし、策定後は当該計画に基づく広域化・集約化の

進捗を図ります。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

○ごみ処理の広域化及びご

み処理施設の集約化 

ごみ処理長期広

域化・集約化計

画の策定 

－ 策定済み 

 

【施策 3-2 災害時の廃棄物処理体制の強化・充実】 

 大規模災害時に広域的な災害廃棄物処理体制を確保するためには、県内の関

係機関それぞれにおいて災害対応能力を有した人材を確保する必要があること

から、県が主催する災害廃棄物処理人材養成講座を修了した職員を全ての市町

及び広域連合・一部事務組合において確保することをめざします。 

取組の内容 目標項目 現状値 目標値 

令和 12年度 

〇災害廃棄物の処理体制の

強化 

〇災害廃棄物処理を担う人

材の育成 

災害廃棄物処理

人材養成講座を

修了した職員を

有する関係機関

数 

21機関 

(令和６年度) 

41機関 

 

２ モニタリング指標 

 「１ 循環型社会形成に向けた取組に係る目標」を中心とした各種主な取組の

成果によってもたらされる効果を継続的に確認するため、一般廃棄物及び産業

廃棄物等の処理状況のトレンドをモニタリング指標として設定します。一般廃

棄物については、「１人１日あたりのごみ排出量」、「資源化率」及び「最終処分

量」を、産業廃棄物については、「排出量」、「再生利用率」及び「最終処分量」

を、また「食品ロス削減推進計画」に基づくモニタリング指標として「食品ロス

量削減率」を設定し、把握していきます。 
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モニタリング指標 現状値 

（令和５年度実績） 

令和 12年度の見

込み 

指標の説明 

１人１日あたりの

ごみ排出量 

892g/人・日 862g/人・日 ごみ排出量 / 

（計画収集人口 

× 日数）※災害

廃棄物の量を除

く 

一般廃棄物の資源

化率 

19.5％ 19.7％ 資源化量（直接

資源化量 + 中間

処理後再生利用

量 + 集団回収

量） / ごみ排出

量 

一般廃棄物の最終

処分量 

16千トン 15千トン 最終処分量 

産業廃棄物の排出

量 

8,214千トン 7,968千トン 県内から排出さ

れる産業廃棄物

の量（排出量 － 

有償物量） 

産業廃棄物の再生

利用率 

40.1％ 42.0％ 県内から排出さ

れる産業廃棄物

から再生利用さ

れた割合 

産業廃棄物の最終

処分量 

222千トン 219千トン 県内から排出さ

れる産業廃棄物

から最終処分さ

れた量 

食品ロス量削減率 家庭系 43.4％減 

事業系 6.6％減 

家庭系 50％減 

事業系 15％減 

令和２年度実績

比の食品ロス量

削減率 
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第４章 計画の進行管理 

１ 計画の推進と進捗管理 

本計画を着実に推進するためには、定期的に目標及び取組状況を把握し、評

価・見直しを行っていくことが重要です。 

このため、毎年度、県民・ＮＰＯ、事業者、市町等さまざまな主体と計画の進

捗状況を共有し、取組の点検・評価を行い、翌年度の取組の改善につなげること

で、計画の実効性を担保していきます。 

また、県の取組内容や計画の進捗状況が県民に伝わるよう、さまざまな場面を

通じて、情報発信をしていきます。 

なお、第３章で設定した目標については、毎年度の振り返りをふまえ、より適

切な目標となるよう引き続き検討し、必要に応じて適宜見直しを行います。 
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資料編 
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本県における廃棄物処理の状況：一般廃棄物 

○一般廃棄物（ごみ） 

（１）排出の状況 

①ごみ排出量 

ごみ排出量について、令和５年度における県内のごみ排出量は 565 千ｔとな

っており、うち家庭から排出される家庭系ごみは 407千ｔ（72％）、事業者から

排出される事業系ごみは 158千ｔ（28％）です。 

県内のごみ排出量は、県民、事業者、ＮＰＯ等団体、市町、県などさまざまな

主体が連携した３Ｒの取組や、各種リサイクル制度の効果等により、着実に削減

されてきており、平成 30年度以降、減少傾向にあります。特に平成 30年度以降

は事業系ごみの削減が進んでいます。 

 
図 5 ごみ排出量と削減率の推移 

（注）災害廃棄物量は、家庭系ごみに含まれています。 

（注）ごみ排出量には、集団回収量は含んでいません。 
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②ごみの種類別排出割合 

ごみの種類別排出割合（令和５年度）は、可燃ごみ 83.9％、不燃ごみ

3.7％、資源ごみ 8.8％、粗大ごみ 1.9％、その他 1.5％、混合ごみ 0.2％とな

っており、平成 30 年度実績と比べ可燃ごみの割合がやや増加しています。 

   

図 6 ごみの種類別排出割合（平成 30年度） 図 7 ごみの種類別排出割合（令和５年度） 

 

（２）処理の状況 

①ごみ処理の状況 

令和５年度の処理実績は、直接焼却が 479 千ｔ、資源化が 28 千 t、ごみ固形

燃料（ＲＤＦ）化が６千 t、直接埋立が５千ｔなどとなっています。 

 平成 30年度以降、直接埋立量は減少傾向となっていますが、直接焼却量が若

干の増加傾向となっています。また、ごみ固形燃料（ＲＤＦ）化は大きく減少し

ました。 

 

 

図 8 ごみ処理状況の推移 
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②資源化の状況 

ごみの資源化率は、令和元年度にＲＤＦ焼却・発電事業の終了に伴い、ＲＤＦ

製造が減少したことで、資源化率は低下し、全国とほぼ同等の水準となっていま

す。 

 

 

図 9 資源化率の推移 
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資源化量は、平成 18 年度まで増加傾向を示していましたが、平成 19 年度以

降は全体的に減少傾向にあり、令和５年度における資源化量は 112 千ｔとなっ

ています。 

 

図 10 資源化量の推移 

 

 

図 11 種類別資源化量の推移 

（注）図 10で示した資源化量の種類別の内訳です。 

（注）平成 16年度以前の「その他」には、「固形燃料」及び「溶融スラグ」が含まれてい

ます。 
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③最終処分の状況 

最終処分量は、平成 14年度比 10.7％となっており着実に減少しています。

また、その減少割合は全国と比べ大きくなっています。 

 

 

図 12 最終処分量の推移 
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④令和５年度の処理の概要 

令和５年度の一般廃棄物（ごみ）の排出量及び処理状況は、次のとおりで

す。 

 

図 13 ごみ処理の状況（令和５年度） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

総

人

口 

Ｄ 

計

画

収

集

人

口 

Ｂ 

計

画

処

理

区

域

内

人

口

 

 

⑨ メタン化施設 

162 (0) 

⑩ ごみ燃料化施設 

5,612 (15) 

162 

5,612 

⑪ その他の資源化等
を行う施設 

28,047(77) 

⑫ その他の施設 

561 (1) 

⑬ 最終処分 

16,214 (44) 

⑭ 資源化 

103,026(281) 

⑯ 資源化量合計 

111,666 (305) 

④ 自家処理 

355 (1) 

⑮  集団回収に
よる資源化 

8,640 

(24) 

28,047 

561 

22,295 

Ｅ 自家処理人口 0 

Ｃ 計画処理区域外人口 0 

80,731 

 

14,589 

は中間処理からの資源化量 

は中間処理施設からの処分量 

は中間処理施設からの可燃物量 

 

11,642 4,572 

② 直接搬入 

59,113 

(162) 

 

処理人口等(単位：人) 処理・処分系統図(単位：ｔ／年、( )内はｔ／日) 

⑤ 焼却施設 

493,130 (1,347) 

⑥ 粗大ごみ処理施設 

24,097 (66) 

79) 
⑦ ごみ堆肥化施設 

1,109 (3) 

⑧ ごみ飼料化施設 

0 (0) 

① ごみ(収集) 

505,816 

(1,382) 

混合 8 

可燃 437,352 

不燃 14,359 

資源 46,207 

その他 3,817 

粗大 4,073 

計 564,929ｔ 478,541 

24,097 

1,109 

0 

1,756,672 1,756,672 1,756,672 

③ 災害廃棄物 

0 

(0) 
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（３）処理施設の状況 

市町及び一部事務組合等によるごみ処理施設の稼働状況は、令和５年度末現

在で焼却施設 17施設、ＲＤＦ化施設２施設、粗大ごみ処理施設 10 施設、資源

化施設 17施設及び最終処分場 25施設となっています。 

また、施設の更新に伴い焼却炉に高効率発電設備を導入する市町等が増加し

ています。分別方法を見直し、これまで埋立処分していた廃プラスチック等を可

燃ごみとして焼却することによりエネルギー回収を進める市町等があります。 

最終処分場については、令和５年度末現在の残余容量は 505,014m3です。 

表 4 処理施設の状況 

 

 

ごみ排出量は着実に削減されてきているものの、費用は横ばい傾向にあるた

め、処理・維持管理経費は近年増加傾向にあります。 

 

図 14 ごみ処理経費の状況 

 

（令和５年度末時点）

施設数 処理能力

17 2,127t/日

熱回収施設 11 495,598,698MJ、23,030kW

ＲＤＦ化施設 2 41t/日

粗大ごみ処理施設 10 333t/日

資源化施設 17 639t/日

最終処分場 25 4,919,784m
3
（残余容量505,014m

3
）

（注）市町及び一部事務組合等の施設数であり、民間施設は除きます。

（注）設置数は、複数の機能を持つ施設について、それぞれの項目で計上した延べ数。

焼却

施設の種類
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（４）災害廃棄物の処理 

①災害廃棄物の発生状況 

平成 23年９月の台風第 12号による紀伊半島大水害では、三重県南部を中心

に長期間にわたって激しい雨がもたらされ、各地で浸水被害や土砂災害が発生

しました。この災害により、熊野市、御浜町、紀宝町、大台町及び大紀町にお

いて、平成 23年度から平成 24年度にかけて 21千ｔの災害廃棄物が発生しま

した。 

また、平成 29年 10月の台風第 21号により浸水被害が発生し、伊勢市及び

玉城町において、1,449ｔの災害廃棄物が発生しましたが、平成 29 年度中に処

理が完了しました。 

令和元年９月の大雨により浸水被害が発生し、東員町において、91tの災害

廃棄物が発生しましたが、令和２年５月に処理が完了しました。 

 

 

図 15 災害廃棄物の発生量の推移 

 

②災害時の対応と体制整備の状況 

平成 23年９月の台風第 12号による紀伊半島大水害では、被災市町で処理を

行うことが困難となったため、県内で初めて、各市町や関係団体と締結する各

種応援協定に基づき広域的な対応を行いました。 
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南海トラフ地震発生の緊迫性が高まっているなか、東日本大震災以上の地震

や津波被害に備え、県においては、東日本大震災や紀伊半島大水害から得られ

た知見や国の災害廃棄物対策指針をふまえ、大規模災害時の廃棄物処理につい

て、県の果たすべき役割と機能をとりまとめた「三重県災害廃棄物処理計画」

を平成 27年３月に策定しました。また、各市町に大規模災害に備えた災害廃

棄物処理体制の整備について働きかけた結果、平成 29年度末で 29 市町全てが

災害廃棄物処理計画を策定しました。さらに、近年発生した災害の対応事例や

国の災害廃棄物対策指針の改定内容等をふまえ、令和２年３月に「三重県災害

廃棄物処理計画」を改定しました。 

 

（５）１人１日あたりのごみ排出量等の将来の見込み 

 １人１日あたりのごみ排出量、資源化率、最終処分量について、各種主な取

組の成果をふまえ、令和 12年度における見込みを設定しました。 

 

図 16 １人１日あたりのごみ排出量の見込み 

 

図 17 一般廃棄物の排出量等の見込み 
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○一般廃棄物（し尿） 

（１）排出及び処理の状況 

①排出及び処理の状況 

公共下水道、浄化槽（農業集落排水施設及び漁業集落排水施設を含む）、コ

ミュニティ・プラントの整備が進んできていることから、水洗化人口は年々増

加してきており、平成 29年に 1,728,767 人となりましたが、その後減少傾向

となり、令和５年度は 1,680,212人（公共下水道人口：993,298人、コミュニ

ティ・プラント人口：3,650人、集落排水施設等人口：75,618人、浄化槽人

口：607,646人）で、総人口の 95.6%となっています。また、非水洗化（し尿

汲取等）人口は、令和５年度に 76,460人となっており、総人口の 4.4%となっ

ています。 

浄化槽汚泥の排出量は、横ばい傾向ですが、し尿の排出量は、下水道の普及

も相まって減少傾向にあります。 

 令和５年度に市町が処理したし尿等の量は 562,541kLとなっています。 

 

図 18 水洗化人口等の推移 
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図 19 し尿等の排出量の推移 

 

図 20 し尿等処理量の推移 

（注）し尿処理施設、海洋投入、下水道投入の数値を示しています。 
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②令和５年度の処理の概要 

令和５年度の一般廃棄物（し尿等）の排出及び処理状況は、次のとおりで

す。 

 

図 21 し尿等処理の状況（令和５年度） 

 

（２）処理施設の状況 

市町及び一部事務組合等によるし尿処理施設の整備状況は、令和５年度末時

点で 15施設となっています。し尿処理施設の総処理能力は 2,205kL/日となっ

ています。 
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本県における廃棄物処理の状況：産業廃棄物 

（１）令和５年度の処理の概要 

令和５年度の産業廃棄物の発生量は、8,594千 tで、有償物量 379千 tを除

いた排出量は、8,214千 tとなっています。 

排出された産業廃棄物は、中間処理を経て再生利用されるほか、直接或いは

中間処理後に最終処分されます。 

排出量 8,214千 tのうち、減量化量は 4,698千 t（57.2％）、再生利用量は

3,294千 t（40.1％）、最終処分量は 222千 t（2.7％）となっています。 

 

 

図 22 産業廃棄物の排出及び処理状況の概要（令和５年度） 

 

①排出量 

令和５年度の産業廃棄物の排出量は 8,214千 tで、種類別では汚泥が 4,995

千 t（60.8％）と最も多く、次いでがれき類が 1,281千 t（15.6％）、家畜糞尿

が 737千 t（9.0％）となっています。 

業種別では、製造業からの排出量が 3,600 千 t（43.8％）と最も多く、次い

で建設業が 1,561千 t（19.0％）、電気・水道業が 1,055千 t（12.8％）となっ

ており、これら３業種で全体の 75.6％を占めています。 

単位：千t
発生量 有償物量 資源化量

8,594 379 3,673
<100%> <4.4%> <42.7%>

排出量
8,214 自己再生利用量 再生利用量

<95.6%> 375 3,294
(100%) (4.6%) (40.1%)

委託処理量
3,464

(42.2%)
搬出量
3,464

(42.2%)
自己最終処分量

0

自己減量化量 (0.0%) 最終処分量
4,375 222

(53.3%) <2.6%>
(2.7%)

323

減量化量

4,698

<54.7%>

(57.2%)

(注)　<　>内は発生量に対する割合。(　)内は排出量に対する割合。 単位：千t
(注)　上図の数値は端数処理の関係上、総数と個々の合計は一致しない場合がある。

222
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図 23 産業廃棄物の種類別の排出量 

 

 

 
図 24 産業廃棄物の種類別の排出量 
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図 25 産業廃棄物の業種別の排出量 

 

②再生利用量 

令和５年度の産業廃棄物の再生利用量は 3,294 千 t で、種類別では、がれき

類が 1,220千 t（37.0％）と最も多く、次いで家畜糞尿が 708千 t（21.5％）、汚

泥が 509千 t（15.4％）となっています。なお、令和５年度の産業廃棄物の再生

利用率（排出量に対する再生利用量の割合）は 40.1％となっています。 

業種別の再生利用量は、建設業が 1,454 千 t（44.1％）と最も多く、次いで製

造業 751千 t（22.8％）、農業 708千 t（21.5％）となっています。 
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図 26 産業廃棄物の種類別の再生利用量 

 

 

図 26 産業廃棄物の種類別の再生利用率 

（注）燃え殻の再生利用率について、汚泥等の焼却に伴い発生する燃え殻を含むため、再生

利用量が排出量を上回ることから、100%以上になることがあります。 
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図 28 産業廃棄物の種類別の再生利用量 

 

 

図 29 産業廃棄物の業種別の再生利用量 

 

③最終処分量 

令和５年度の産業廃棄物の最終処分量は 222千 tで、種類別では、汚泥が 113

千 t（50.7％）と最も多く、次いでがれき類が 52千 t（23.3％）、廃プラスチッ

ク類が 21千 t（9.3％）となっています。 

また、業種別では、製造業が 128千 t（57.4％）と最も多く、次いで建設業が

72千 t（32.4％）となっています。 
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図 30 産業廃棄物の種類別の最終処分量 

 

図 31 産業廃棄物の種類別の最終処分率 
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図 32 産業廃棄物の種類別の最終処分量 

 

 

図 33 産業廃棄物の業種別の最終処分量 

 

（２）産業廃棄物の広域移動状況 

令和５年度に、県内から県外へ搬出し処理された産業廃棄物量は 671千 t、県

外から県内に搬入し処理された産業廃棄物は 1,413 千 t となっており、県内へ

の搬入が超過している状況です。 
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表 5 産業廃棄物の広域移動量（令和５年度） 

 

 

（３）産業廃棄物処理施設の設置状況 

令和５年度末時点で、産業廃棄物の中間処理施設は 514施設あり、種類別で

は、木くず・がれき類の破砕施設が 220施設、汚泥の脱水施設が 129施設とな

っています。 

令和５年度末時点で、最終処分場は安定型最終処分場 14施設、管理型最終

処分場 14施設の合計 28施設が設置されています。残余容量は 705.2 万 m3（安

定型：21.5万 m3、管理型：683.7万 m3）となっています。 

表 6 種類別設置状況

 

富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

三重県へ搬入 1 4 23 4 8 92 71 694 125 69 128 70 44 15 65 1413
三重県から搬出 5 1 4 0 1 38 16 306 120 5 50 14 49 9 53 671

中部地方 近畿地方
他地方 合計

（令和５年度末時点）

施設 設置数 能力

汚泥の脱水施設 129 17,399 ｍ3/日

汚泥の乾燥施設 15 2,583 ｍ3/日

廃油の油水分離施設 5 3,660 ｍ3/日

廃酸・廃アルカリの中和施設 1 174 ｍ3/日

廃プラスチック類の破砕施設 81 7,876 ｔ/日

木くず・がれき類の破砕施設 220 81,883 ｔ/日

小計 301 89,759 ｔ/日

アスベスト等溶融施設 1 4.75 ｔ/日

ＰＣＢ廃棄物の分解施設 1 47.6 ｍ3/日

汚泥の焼却施設 15 2,148 ｍ3/日

廃油の焼却施設 15 691 ｍ3/日

廃プラスチック類の焼却施設 13 696 ｔ/日

ＰＣＢ廃棄物の焼却施設 1 4.75 ｔ/日

その他産廃の焼却施設 17 3,291 ｔ/日

小計 61 ─

514 ─

残余容量：214,878 ｍ
3

（埋立容量: 2,890,659ｍ
3
）

残余容量：6,837,357 ｍ3

（埋立容量:21,413,773ｍ3）

残余容量7,052,235 ｍ3

（埋立容量:24,304,432ｍ3）

破砕

焼却

種類

中間処理施設

最終処分場

計

28

14

14

計

管理型最終処分場

安定型最終処分場
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図 34 最終処分場の残余容量の推移 

 

（４）産業廃棄物の監視・指導状況 

令和６年度における産業廃棄物に係る監視・指導件数は 3,004 件で、これら

に係る行政指導件数が 1,150件、文書発出件数が 76件、廃棄物処理法に基づ

く行政処分である事業停止命令が５件、業許可取消が１件でした。 

 

表 7 監視・指導状況の推移 

（単位：件） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

延べ監視・指導件数 3,780 3,668 3,298 3,369 3,004 

行
政
処
分
・
行
政
指
導 

指導件数 2,239 1,988 1,582 1,550 1,150 

文書発出件数 273 175 144 157 76 

改善命令 0 2 0 2 0 

措置命令 0 0 0 0 0 

事業停止命令 17 13 9 6 5 

業許可取消 4 2 6 7 1 

施設使用停止

命令 
4 1 0 0 0 

施設許可取消 0 0 2 1 0 

告発 0 1 0 0 0 

（注）上記件数には、欠格要件（他自治体による取消等）の許可取消は含まれていません。 
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表 8 新たに確認された不法投棄事案の推移 

 令和２年度 令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確認事案数 
40 

(792) 

34 

(988) 

53 

(509) 

40 

(676) 

35 

(79) 

 うち建設系廃棄物

等 

28 

(780) 

24 

(971) 

34 

(339) 

19 

(420) 

27 

(73) 

未撤去数（年度末） 
12 

(83) 

16 

(482) 

24 

(304) 

28 

(522) 

23 

(49) 

（注）数量 t については、令和６年度末時点で把握できたもののみ集計しています。 

（注）未撤去数（年度末）については、令和６年度末時点の状況を示しています。 

 

 

図 35 不法投棄事案の推移 
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（５）廃棄物の種類毎の排出量及び処理量の見込み 

排出量、再生利用量、最終処分量について、各種主な取組の成果をふまえ、

令和 12年度における見込みを設定しました。 

表 9 種類毎の排出量、再生利用量、最終処分量の見込み 

 

  

令和5年度 令和12年度 令和5年度 令和12年度 令和5年度 令和12年度

汚泥 4,995 4,689 509 493 113 109

がれき 1,281 1,385 1,220 1,322 52 53

ガラス陶磁器くず 286 277 244 237 14 14

廃プラスチック類 167 161 107 103 21 20

廃アルカリ 119 112 33 31 0 0

木くず 167 178 159 171 1 1

動物のふん尿 737 725 708 696 0 0

その他 463 440 312 298 22 22

合計 8,214 7,968 3,292 3,350 222 219

排出量(千トン) 再生利用量(千トン) 最終処分量（千トン）
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食品ロスの状況 

〇全国の食品ロスの状況 

（１）食品ロス量の推移と目標 

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針では、家庭系食品ロスと事業系

食品ロスともに 2000 年度比で 2030 年度までに食品ロス量を半減させる目標と

していましたが、事業系は 2030年度目標を８年前倒しで達成したため、新たに、

家庭系食品ロスは 50%減を早期達成、事業系食品ロスは 60%減とする目標を設定

しています。 

 

 

図 36 全国の食品ロス量の推移と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 

 

 

（２）食品ロスの発生要因の内訳 

事業系食品ロス及び家庭系食品ロスの内訳は、次のとおりです（農林水産

省・環境省「令和５年度推計」）。 

 
図 37 事業系食品ロス（可食部）の業種別内訳  図 38 家庭系食品ロスの内訳 

 

〇本県における食品ロスの状況 

（１）家庭系食品ロス 

家庭系食品ロスの実態を把握するため、家庭系ごみの組成調査を実施し、食品

ロス量等の推計を行いました。 

表 10 家庭系食品ロス量等の推移（三重県全体、令和５年度実績） 

 

 

 

食品製造業

108万トン

47%

食品卸売業

9万トン

4%

食品小売業

48万トン

21%

外食産業

66万トン

29%

事業系食品ロス（可食部）の業種別内訳

直接廃棄

100万トン

43%

過剰除去

36万トン

15%

食べ残し

97万トン

41%

家庭系食品ロスの内訳

発生量合計

231万トン

発生量合計

233万トン

年間

（t）
1人1日当たり

（g）

（a）
*4 （p）

*4 （A） （b）
*5

（c）
*5 （Bt＝

　a×b/100×c/100）

（Bs＝

　Bt×10
6
/p/365）

北勢地域
*1 140,291 836,478 459.5 24.6 34.9 12,057 39.5

中勢地域
*2 120,388 635,019 519.4 28.1 33.5 11,361 49.0

南勢・東紀州地域
*3 59,569 285,175 572.3 19.6 37.9 4,429 42.5

三重県全体 320,248 1,756,672 499.5 ― ― 27,847 43.4

*1  北勢地域（桑名市・四日市市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町）

*2 中勢地域（津市・松阪市・名張市・伊賀市・多気町・明和町・大台町）

*3 南勢・東紀州地域（伊勢市・鳥羽市・志摩市・尾鷲市・熊野市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町）

*4 「一般廃棄物処理事業のまとめ　令和5年度」6)に基づく

*5  本調査データに基づく。北勢地域には「鈴鹿市」、中勢地域には「津市」、南勢・東紀州地域には「伊勢市」の調査データ（割合）を

   代表値として適用した。

三重県家庭系食品ロス発生量（令和5年度実績）の推計
（令和5年度の家庭系可燃ごみ収集量（実績値）及び人口に基づく）

地域区分

年間の家庭系
可燃ごみ

収集量（t）

人口
（人）

1人1日当たりの可

燃ごみ

排出量（g）

家庭系可燃ごみに
占める食品
廃棄物の割合

（％）

食品廃棄物に
占める

食品ロスの割合

（％）

食品ロス発生量
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図 39 １人１日当たり食品ロス発生量の推移 

 

（２）事業系食品ロス 

事業系食品ロスの実態を把握するため、県内の食品製造業、食品卸売業、食

品小売業及び外食産業を対象に事業系食品ロス等について実態調査を実施し、

推計を行いました。 

表 11 事業系食品ロス量等の推計（三重県全体、令和５年度実績） 

 

 

千t % 千t % %

食品製造業 212 83 24 62 11

食品卸売業 7 3 1 3 15

食品小売業 24 9 6 16 26

外食産業 12 5 7 19 60

合計 255 39 15

食品廃棄物量

に占める食品

ロス量の割合食品ロス量

食品廃棄物量
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図 40 三重県の食品ロス発生量の推移 
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前計画の総括 

 

 

取組の方向性 

 

循環型社会の構築に向けた課題を解決するため、廃棄物に関わるあらゆる

主体（県民、事業者、行政、関係団体等）が、法令に定められた義務だけでな

く、社会的に期待される役割等を果たすことが求められており、それぞれの特

性や資源を最大限に生かすべく取組を推進することで、効率的、効果的に「３

Ｒ＋Ｒ」の促進や廃棄物の適正処理につなげていく必要があります。また、各

主体が自らの役割に沿って取組を進めるなかで、外部から先進的なノウハウ

や技術を取り入れるとともに、他の主体と廃棄物問題に関する新しい視点や

考え方を共有することが重要となってきています。 

このため、様々な主体と課題を共有し、自発的な参画を得ながら連携・協創

するパートナーシップの取組を積極的に進めていきます。とりわけ、県民や事

業者等の排出者としての意識や行動を変えていくための啓発や情報発信の取

組において効果的であると考えられます。 

事業者等とのパートナーシップによる取組の推進においては、更なる廃棄

物の「３Ｒ＋Ｒ」の推進に向けて、ライフサイクル全体で資源循環の徹底を図

るため、事業者とのパートナーシップにより資源のスマートな利用など自主

的な取組を促進することが重要です。また、廃棄物処理業者は、社会を支える

重要なインフラであることから、規制の対象としてだけでなく、循環型社会の

構築に向けたパートナーとして位置づけ、業界団体等と協力して自主的な取

組を促進します。さらに、県民に廃棄物の「３Ｒ＋Ｒ」を分かりやすく伝える

ことが重要であることから、国や市町、関係団体等と協力して多様な手段によ

る啓発活動を実施します。 

市町との連携の推進においては、一般廃棄物の統括的な処理責任を有する

市町は重要なパートナーであり、市町の取組を通して、或いは市町と連携しな

がら、より効率的、効果的にごみの減量に向けた啓発等を行い県民の環境意識

の向上を図ります。また、市町とともにプラスチックごみ対策や食品ロス対策

などの社会的課題に取り組むとともに、市町における廃棄物処理事業のＩＣ

Ｔ化支援や人口減少社会を踏まえた新たなごみ処理体制の構築に向けた検討

や調整などを行い、国の動向も注視しつつ、更なる一般廃棄物の発生・排出抑

制や再資源化などを推進していきます。 

 

取組方向１  パートナーシップで取り組む「３Ｒ＋Ｒ」 
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■施策１－１ 事業者等とのパートナーシップによる取組の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

「資源のス
マートな利
用」を宣言
した事業所
数（令和２
年度からの
累計） 

１，００１

件 

１，２６２

件 

１，２９６

件 

１，３２７

件 

１，５００

件 

 

現計画での取組成果 

・事業者に対しては、資源確保から製品の生産、流通、販売、廃棄等に至るライフサ

イクルの各段階で、環境負荷の低減を図りつつ、資源循環を推進する「資源のスマ

ートな利用」を推進するため、「みえスマートアクション宣言事業所登録制度」（令

和２年 10月開始）により、事業者による自主的な取組を促進しています。優良な

取組に選定した事業者に感謝の意を示すため感謝状を贈呈しています。 

・産業廃棄物を年間 1,000t以上排出する多量排出事業者に対し、事業者自らが排出

状況について把握し、次年度以降のさらなる発生抑制、リサイクル及び適正処理に

つながるよう、個別支援・助言を行っています。 

今後の課題 

・「みえスマートアクション宣言事業所登録制度」の普及を図るとともに、事業者に

よる優良な取組の情報発信を積極的に行い、取組を一層促進する必要があります。 

・産業廃棄物処理計画書の作成を通じて、多量排出事業者によるさらなる取組を促進

する必要があります。 
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■施策１－２ 市町との連携の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

市町と連携
し、ICTを活
用し情報発
信した件数
（累計） 

１３件 ５９件 １２６件 ３１８件 ４００件 

 

現計画での取組成果 

・県民の皆さんや事業者の「３Ｒ＋Ｒ」に関する意識を高め、行動につなげてもらう

ため、一般廃棄物については、市町等と連携し、市町が導入したごみ分別アプリや

ＳＮＳを活用するなど、さまざまな機会をとらえて資源循環に関する普及啓発を実

施しており、これまで県内市町において、「ごみ分別」、「食品ロス削減」、「海ごみ

ゼロウィーク」などについて、延べ 318件の情報発信を行いました。 

 

今後の課題 

・県民の皆さんの「３Ｒ+Ｒ」に関する意識をさらに高め、行動につなげてもらうた

め、市町等と連携し、アプリ、ＳＮＳ等によりプラスチックごみ対策や食品ロス削

減等、県が広域に情報の発信を行っていく必要があります。 
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取組の方向性 

 

 更なる資源の循環利用に向けたイノベーション、新たなビジネスモデルの

創出や、「資源のスマートな利用」を促進していく必要があり、こうした取組

において主導的な役割を果たす製造、流通、販売等の事業者や廃棄物処理業者

など資源循環に関わる事業者の主体的かつ先導的な取組を一層促進するため

の支援を行うとともに、これらの事業者の取組を通じて、消費者の行動変革を

促し、社会全体の「３Ｒ＋Ｒ」に向けた動きを加速させるよう、連携した取組

を進めていきます。 

循環関連産業の育成及び支援においては、生産・流通から廃棄等に至るライ

フサイクル全ての段階で、環境負荷の低減を図りつつ、資源循環を徹底する、

資源のスマートな利用を促進するため、県の公設試験研究機関における企業

等との共同研究をするほか、産業廃棄物税を活用し、高度なリサイクル等に対

する補助、「３Ｒ＋Ｒ」を促進するため支援をすることで、循環関連産業の振

興につなげます。また、生産・流通事業者はライフサイクル全体における資源

循環において主導的な役割が期待できることから、これら事業者の主体的な

取組を一層促進し、これら事業者と連携して社会全体の「３Ｒ＋Ｒ」の促進に

向けた動きが加速するよう、県民一人ひとりの行動変革につながる取組を推

進します。また、関係する主体が相互に連携し、地域の資源を持続可能なかた

ちで活用する地域循環共生圏の創出に向けて取り組みます。 

資源の循環的利用の促進においては、認定リサイクル製品の普及・利用拡大

に向け取り組むとともに、原料に再生資源等を用いるなど環境に配慮したリ

サイクル製品の開発や利用を促進します。また、リサイクル製品のＰＲを行う

など、これらリサイクル製品を開発する事業者の取組を積極的に発信してい

きます。さらに、天然資源投入量を抑制し廃棄物の再生可能資源への転換及び

その活用を促進します。なお、廃棄物の発生・排出抑制や再資源化を進めるな

かで排出された不用物については、可能な限り再生エネルギーとして活用で

きるよう関係機関等と連携し取組を進めます。 

 

 

 

 

取組方向２  循環関連産業の振興による「３Ｒ＋Ｒ」の促進 
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■施策２－１ 循環関連産業の育成及び支援 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

高度な資源循

環や環境負荷

の低減に資す

る設備を導入

又は研究を実

施した件数（累

計） 

３件 ６件 ９件 １２件 １５件 

ICTを導入し

成果につな

がった廃棄

物処理業者

等の割合 

７０．９％ ８１．７％ ８１．３％ ７４．２％ ８０％ 

現計画での取組成果 

・産業廃棄物税を財源とした補助制度により、高度な資源循環や環境負荷の低減に資

する設備導入及び研究を促進しています。 

・資源循環と経済の好循環を生み出すよう、セミナー等を通じた人材育成、ＤＸの推

進に取り組んでいます。 

・大量廃棄が懸念される使用済み太陽光パネルの効率的な回収からリサイクルまで

の仕組みの構築に向けて検討を進めています。 

今後の課題 

・動脈産業と静脈産業が連携し、産業を支える資源として廃棄物の循環的利用を促

進・再生可能利用資源の利用を拡大するとともに、地球温暖化等の新たな社会的課

題の解決にも資するため、さまざまな主体との連携による再資源化の高度化に取り

組むとともに、補助制度を継続的に見直していく必要があります。 
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■施策２－２ 資源の循環的利用の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

認定リサイクル

製品の種類の増

加又は認定リサ

イクル製品以外

のリサイクル製

品の開発に向

け、県が支援し

た件数（累計） 

２件 ４件 ５件 ７件 １０件 

 

現計画での取組成果 

・認定リサイクル製品の利用促進を図るため関係機関に広く情報提供するとともに、

品目拡大を図るため認定リサイクル製品の開発をめざす事業者への技術支援を行

っています。 

・認定リサイクル製品の利用促進に向けて、リサイクル製品の認定制度を的確に運用

するとともに、品質及び安全性の確保のため事業者への立入検査や同製品の安全性

の確認調査を実施しています。 

今後の課題 

・「３Ｒ＋Ｒ」のさらなる促進に向け、再生可能資源の優先使用を進めるとともに、

市町や事業者に対しても、その使用が進むよう啓発を行っていく必要があります。 
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取組の方向性 

 

廃棄物処理の安全・安心と環境保全を確保するため、電子マニフェストの活

用促進、優良認定事業者の育成の推進などを通じ、排出事業者の意識の向上を

図りながら、有害物質を含む廃棄物の適正処理を推進します。また、市町にお

ける一般廃棄物の適正処理を促進するための支援等を行います。 

近年増加傾向にある建設系廃棄物の不法投棄をはじめとする不適正処理に

対応するため、重層的な構造によって行われる場合に曖昧となる排出事業者

責任の徹底を図る“上流対策”、不法投棄等不適正処理行為者に厳格に対応する

“下流対策”を進め、新しい技術を取り入れることにより的確な監視・指導を行

います。 

過去に発生した産業廃棄物の不適正処理事案について、引き続き地元及び

関係機関と十分に調整し、環境修復事業を産廃特措法の期限までに完了させ

ます。また、事業終了後においても環境モニタリングと地元とのリスクコミュ

ニケーションを実施することにより、地域住民の安全・安心の確保に向けて適

切に対応していきます。 

災害廃棄物の処理においては、「三重県災害廃棄物処理計画」に基づき廃棄

物は可能な限り迅速かつ適正に処理することとし、リサイクル可能な廃棄物

についてはできる限りリサイクルし、処理が困難な場合には焼却処理や埋立

処分を行います。また、新型コロナウイルス感染症の拡大など社会的影響を及

ぼす状況下においても、災害廃棄物の処理が適正かつ迅速に処理されるよう、

災害廃棄物処理に精通した人材の育成や確保を推進するとともに、廃棄物処

理施設の強靱化の促進や関係者との連携体制の強化に取り組むことで、災害

廃棄物の処理体制をより実効性のあるものに整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方向３  廃棄物処理の安全・安心の確保 
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■施策３－１ 廃棄物の適正処理と透明性の確保 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

産業廃棄物
処理業の優
良認定業者
委託率 

３０．９ ％ 

（令和２年度） 

３３．５％ 

（令和３年度） 

４４．６％ 

（令和４年度） 

５０．７％ 

（令和５年度） 

５０％ 

（令和６年度） 

 

現計画での取組成果 

・排出事業者に対しては、個別訪問等により優良認定処理業者の活用促進や電子マニ

フェストの活用促進について普及啓発に取り組むことで排出事業者責任の徹底を

図りました。また、産業廃棄物処理業者に対しては、優良認定取得に向けた研修会

を開催し、優良認定取得の促進に取り組みました。その結果、多量排出事業者によ

る優良認定処理業者への委託率は 30.9％（令和 2 年度実績）から 50.7％（令和

５年度実績）、電子マニフェストの活用率は 73.7％（令和 2年度実績）から 80.2％

(令和５年度実績)、優良産廃処理業者認定制度により認定された事業者数は 416

件（令和 3年度実績）から 517件（令和６年度実績）となりました。 

・ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市町のごみ処理が滞ることなく、新たなごみ処理体

制に円滑に移行できるよう、ＲＤＦの製造を終了した市町の施設整備に対する支援

を行っています。 

・ＰＣＢ廃棄物については、立入検査等で管理状況等を把握しつつ、適正処理が進む

よう指導を行っており、適正に管理されないおそれのあるＰＣＢ廃棄物の保管事業

者に対し立入検査等を実施しました。（令和 3年度から令和６年度までの立入検査

等の累計：446件） 

今後の課題 

・県内の産業廃棄物の適正処理による安全・安心を確保するためには、排出事業者に

対して優良認定処理業者の活用促進等による排出事業者責任の徹底を図るととも

に、産業廃棄物処理業者に対する優良認定取得の働きかけを行っていくことが必要

です。 

・ＲＤＦ関係団体の新たなごみ処理体制への円滑な移行については、ポストＲＤＦに

向けて必要となる施設整備等に対する支援を行う必要があります。 

・ＰＣＢ廃棄物については、処分期間内に確実かつ適正処理されるよう指導等が必要

です。 
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■施策３－２ 産業廃棄物の不法投棄等の未然防止と早期発見・早期是正 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

建設系廃棄
物の不法投
棄件数 

１２件 １１件 ８件 ５件 １０件以下 

人材育成の
ための講習
会等への参
加人数（令
和２年度か
らの累計） 

８９１人 
１，８７４

人 

３，０６４

人 

４，３３４

人 

５，０００

人 

 

現計画での取組成果 

・産業廃棄物の不法投棄等に対しては、遠隔操作型監視カメラやドローン等の資機材

を充実、有効活用するとともに、スマートフォンによる不法投棄通報システムとい

ったＩＣＴの活用や関係機関との連携等により早期発見・早期是正を図りました。

また、不法投棄案件の大半を占めている建設系廃棄物について、排出事業者等の意

識向上に資する取組や適切な監視・指導を行いました。 

・不適正処理の初期段階から警察等との連携を図り、行為者等への指導等を行いまし

た。悪質な事案については行政処分を行うなど違反行為に対しては厳正に対処しま

した。 

・廃棄物の不法投棄対策としては、受注者（元請業者）を対象とする研修会を行い延

べ 4,334名の参加者に対して廃棄物処理法等の関係法令の講習を実施しました。 

・また、解体工事に関係する法令を所管する行政機関や関係業界団体が参画する「解

体工事に係る連絡調整会議」（令和３年度設置）において、解体廃棄物の適正処理

等に向けた協議・検討を進めています。令和 4年度には、解体工事に係る各種法令

による規制等をわかりやすく解説した「法令周知マンガ」を作成するとともに、令

和６年度に、「法令周知マンガ」の外国語版を作成しました。 

・令和４年度に運用を開始したスマートフォンによる不法投棄通報システム「スマホ

110番」では、令和 6年度までに 153件（令和４年度 37件、令和５年度 62件、

令和６年度 54件）の通報を受信しました。 

・解体工事現場の集中パトロールや三重県産業廃棄物条例に基づく「解体工事に伴う

産業廃棄物に係る説明等」の実施状況調査を実施し、不法投棄の大半を占める建設

系廃棄物の排出事業者に指導を行いました。 



- 78 - 

 

今後の課題 

・引き続き、「計画的な監視・指導」「資機材等の積極的な活用」「警察等との連携」

「厳正な対応」を行う必要があります。 

また、「研修会の開催」「解体工事に係る連絡調整会議の取組強化」「三重県産業廃

棄物条例規定に基づく的確な指導」「法令周知マンガの活用」により廃棄物処理法

で規定されている排出事業者責任の徹底等がされるよう取組を進める必要があり

ます。 

・行政処分に至った事案（令和元年度～６年度）のうち、違反に至った要因を調査し

たところ、「法律の理解不足」によるものが一番多かったことから、引き続き、法

令の周知啓発の取組が必要です。 

・不法投棄の未然防止及び早期発見・早期是正のため、関係機関等と連携、協働して

広報啓発活動等を行い、引き続き、不法投棄に関する情報提供を呼びかける必要が

あります。 

 

■施策３－３ 産業廃棄物の不適正処理の是正措置の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

不適正処理
４事案に係
る環境修復
の進捗率 

８０％ ９５％ １００％ １００％ １００％ 

 

現計画での取組成果 

・産業廃棄物の不法投棄等不適正処理により生活環境保全上の支障のおそれが生じ

た４事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田、四日市市内

山）について、令和４年度末までに、行政代執行によるすべての対策工事が完了し

ました。令和５年度以降は、生活環境保全上の支障が生じていないことを確認する

ためモニタリング等を実施するとともに、地域住民等とのリスクコミュニケーショ

ンを図ることで安全・安心を確保しています。 

今後の課題 

・行政代執行による対策工事を完了した４事案について、引き続き生活環境保全上の

支障が生じていないことを確認するためのモニタリング等を実施するとともに、地

域住民等とのリスクコミュニケーションを図る必要があります。 
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■施策３－４ 災害廃棄物の適正かつ迅速な処理に向けた取組の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

県が災害廃
棄物に関す
る研修会を
開催し育成
した人材の
数（累計） 

２１人 ３１人 ３７人 ７３人 ７８人 

 

現計画での取組成果 

・大規模災害が発生した場合において災害廃棄物が適正かつ円滑に処理されるよう、

これまでの知見を共有するセミナー等を継続的に開催し、人材育成や関係機関との

連絡・訓練に取り組み、これまでに災害廃棄物処理人材養成講座を通じて 73名（市

町等 42名、県 31名）を育成しました。 

・市町の実際の仮置場候補地で、市町や関係団体と共に仮置場の設置・運営の実地訓

練を行うなど、現場対応力を高める人材育成に取り組んでいます。 

今後の課題 

・南海トラフ地震や風水害等の大規模災害時においても速やかに対応できるよう、災

害廃棄物処理体制を強化するとともに、仮置場候補地での実地訓練の実施等を通し

て、さらに現場対応力を高める人材育成を進める必要があります。 
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取組の方向性 

 

プラスチックは、その素材としての長所から私たちの暮らしに広く浸透し

ていますが、一方で、ごみとして排出された場合、複合素材のものや汚れたも

のは、コストや技術の面から資源として有効利用されにくいこと、また、腐食

しないため長期に亘り環境中に留まることなどの課題があります。このため、

回避可能な使用は合理化したうえで、必要不可欠な使用については、より持続

可能性が高まることを前提に再生素材や再生可能資源（紙やバイオマスプラ

スチック等）に適切に切り替えるとともに徹底したリサイクルによる再生利

用等を図る必要があります。海洋環境への影響を低減するため、陸域から河川

等を通じて、海域に流出しているプラスチックの流出実態を把握したうえで、

効果的な対策を講じていく必要があります。こうしたことを踏まえ、プラスチ

ックごみの排出を抑制し、天然資源投入量や二酸化炭素排出量の削減など環

境負荷を低減させつつ更なる資源循環を促進するため、高度なリサイクルシ

ステムの構築を進めるとともに単純焼却や埋立処理されているプラスチック

の有効活用を促進します。特にプラスチック資源循環の高度化に係る象徴的

な取組として、ペットボトルの水平リサイクルを促進します。また、リサイク

ル製品の環境面、経済面における価値が高まり、使用済プラスチックが資源と

して活用される取組が進むよう、県民や事業者にとって、プラスチック資源循

環が身近に感じられるような啓発等の取組を展開していきます。取組の推進

にあたっては、事業者の持つ先進的な技術や知見を積極的に活用する必要が

あることから、事業者をはじめ市町、団体、研究機関等とも連携し、取組を実

施します。さらに、海域への流出防止などに取り組むため、様々な主体との連

携による不法投棄防止のための啓発を進めるとともに、再生可能資源への転

換に向けた調査研究等を実施します。 

県内の家庭系食品ロスについて、令和元年度に県が実施した家庭系ごみの

組成調査結果では、一般廃棄物のうち食品廃棄物に占める食品ロスは約３割

あり、そのうち約６割が手をつけられずに捨てられている食品となっていま

す。家庭系食品ロスを削減するためには、県民一人ひとりが食べ物を無駄にし

ない意識を持ち、行動につなげていくことが重要です。このため、市町と連携

し、学識者や関係機関の協力を得ながら食品ロス削減に向けた行動につなげ

ていくモデル事業に取り組むとともに、アプリ等を活用し、食品ロス削減につ

ながるノウハウやツールの提供などを行いながら啓発を進めます。また、市町

取組方向４  廃棄物政策を通じた社会的課題の解決 
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の協力を得ながら定期的に排出実態を把握していきます。一方、事業系につい

ては、国の報告によると、主な食品ロスの発生要因としては食品製造業や卸・

小売業が規格外品、返品、売れ残り、外食産業が作りすぎ、食べ残しなどであ

り、業種に応じた対策の実施が重要となります。また、食品ロスや食品ロス以

外の食品廃棄物それぞれの削減に向けた対策に取り組む必要があります。こ

のため、業種毎の排出実態を把握しつつ、事業者の自主的な取組を促進するた

めの事業者のネットワークを形成し拡大します。そうした取組を足がかりに、

例えば、フードチェーンにおいて発生する食品ロスの商習慣の見直しによる

削減や、外食産業等で発生する食品廃棄物のエネルギー利用を含む再生利用

につながる食品廃棄物リサイクルループの構築について、関係者と連携して

取り組んでいきます。また、食品事業者から発生する未利用食品が生活困窮者

等に効果的に提供されるよう取り組みます。 

 

■施策４－１ プラスチック対策の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

廃プラスチ
ック類の再
生利用率 

６１．３％ 

（令和２年度） 

６０．６％ 

（令和３年度） 

５９．７％ 

（令和４年度） 

６４．０％ 

（令和５年度） 

７０％ 

（令和６年度） 

プラスチッ
クの資源循
環の高度化
等に係る仕
組みの構築
に向けた取
組 の 件 数
（累計） 

２件 ４件 ６件 ８件 １０件 

 

現計画での取組成果 

・プラスチックごみ対策については、「みえスマートアクション宣言事業所登録制度」

の実施、「三重県庁プラスチックスマートアクション」の取組、マイバック・マイ

ボトルの利用の呼びかけやウォーターサーバーの設置等により、ワンウェイプラス

チックの削減の取組を進めています。 

・海洋プラスチックごみ対策として、令和４年度から、県民が楽しみながらごみ拾い

できる「ごみ拾いＳＮＳピリカ」を導入し、「楽しくひろって三重をきれいに！三

重の環境美化プロジェクト」としてその活動を見える化することにより活動内容を
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共有する等、継続的な散乱ごみ対策を進めています（参加人数 13,260人、拾われ

たごみの数 1,695,525個（令和６年度末））。 

・マテリアルリサイクルの促進を図るため、令和６年４月から使用済みプラスチック

の情報について、排出事業者が容易に登録でき、リサイクル事業者が効率的に取得

できるオンライン上のマッチングシステムの運用を開始しました。 

・色柄付き発泡トレイの水平リサイクルの仕組みの構築に向け、分別状況や普及に向

けた課題整理を行いました。 

今後の課題 

・カーボンニュートラルに向けて、ワンウェイプラスチックの削減の取組を引き続き

進めるとともに、代替素材を用いた製品の利用、高度なリサイクル（マテリアルリ

サイクルまたはケミカルリサイクル）等の「３R+R」が実施できるよう、マッチン

グシステムの普及・運用を通して事業者による高度なリサイクルの促進を図る必要

があります。 

・さまざまな主体との連携により、プラスチック資源循環の高度化に向けた課題解決

を支援していく必要があります。 

・海洋プラスチックごみ対策については、スポＧＯＭＩ大会や「ごみ拾いＳＮＳピリ

カ」を活用したごみ拾いの見える化など、自らできる具体的な取組を通じて県民の

行動変容を促していく必要があります。 

 

■施策４－２ 食品ロス等対策の推進 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

食品ロス
量 削減
率 

家庭系 － 

(49,219t) 

（令和 2年度） 

３４．９％

減 

(32,030t) 

（令和 3年度） 

１９．２％

減 

(39,762t) 

（令和 4年度） 

４３．４％

減 

(27,847t) 

（令和 5年度） 

家庭系 10％

減 

(44,297t) 

（令和６年度） 

事業系 － 

(41,357t) 

（令和 2年度） 

４．０％増 

(42,998t) 

（令和 3年度） 

５．２％減 

(39,227t) 

（令和 4年度） 

６．６％減 

(38,646t) 

（令和 5年度） 

事業系 10％

減 

(37,221t) 

（令和６年度） 

食品ロス
削減モデ
ル取組数
（累計） 

２件 ３件 ４件 ４件 ５件 
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現計画での取組成果 

・事業系食品ロスの削減に向けて、発生抑制や未利用食品の活用などに取り組む必要

があります。県内の食品小売業（スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ド

ラッグストア、ＪA直売所）では、期限切れや期限間近で廃棄されることによって

発生する食品ロスを削減するため、「すぐ食べるなら、期限の近い方から順番に取

ってね」と呼びかけるレールポップやポスターを掲示しています。また、飲食店に

おける食べ残しにより廃棄されることになる食品ロスを削減するため、箸袋を配布

し、業種による排出特性に応じた取組を進めています。 

・食品ロスの削減と、フードバンク活動を通じた生活困窮者支援を目的として、ＩＣ

Ｔの活用により食品関連企業・団体とフードバンク活動団体等との間で、食品の提

供及び受取に関する連絡調整が容易に行える「三重県食品提供システム」（通称「み

え～る」）を開発し、令和３年７月に運用を開始しました。令和６年度末までに、

101事業所に参加いただき、29,010kgの食品が提供されています。 

今後の課題 

・家庭系食品ロスについて、家庭系食品廃棄物に占める食品ロス量の割合が全国に比

べ低いものの、手をつけずに直接捨てられる食品が一定程度含まれており、今後も

食べ物を無駄にしない意識の一層の醸成・定着を図り、さらなる削減に向け、行動

につなげる必要があるため、市町と連携して県民の皆さんに向けた啓発を進めてい

く必要があります。 

・事業系食品ロスの削減に向けて、業界団体や県の各部局の持つネットワークを活用

し、三重県食品提供システム「みえ～る」の参加団体を拡大していくとともに、業

界と連携した取組を進めていく必要があります。 
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取組の方向性 

 

 持続可能な循環型社会の構築に向けて、世界的な資源制約や気候変動、さら

には社会的課題の解決に対応していくため、あらゆる事業者にＳＤＧｓや

Society 5.0の視点も踏まえたイノベーションや積極的なチャレンジが求めら

れており、これまでの３Ｒに加え、Renewable にも取り組む必要が高まって

きています。ＳＤＧｓの観点からは、拡大生産者責任を果たすこと、生産、流

通、リサイクルなどの段階における天然資源投入量や二酸化炭素排出量の抑

制、プラスチック対策や食品ロス等の削減などの課題に対応する必要があり

ます。また、Society 5.0 の観点からは、ＡＩやロボット等のＩＣＴ、データ

サイエンスの手法を積極的に活用し、事業の効率化や高付加価値化、新たなサ

ービスの提供、働き方改革などにつなげていく必要があります。さらに、異業

種も含めた事業者間の連携、或いは、行政や研究機関、ＮＰＯ、消費者などと

の連携により、自らの経営資源では成果を上げることが難しいような課題に

取り組むことが期待されます。 

 三重県においても、資源の循環利用や廃棄物の処理について、単に法律の要

件や規制基準等を満たしながら事業を進めるだけでなく、環境変化を踏まえ

て、環境負荷の一層の低減や社会的課題の解決などの観点から、積極的にイノ

ベーションに取り組む事業者や新たな取組にチャレンジする事業者が増える

とともに、そのような気運が産業全体に広がることが重要です。そのことが、

県内の循環関連産業の振興、ひいては「３Ｒ＋Ｒ」の一層の促進につながると

考えられます。 

事業者等がこうした取組を進めるためには、企業経営や技術開発等さまざ

まな面で組織をリードする人材やＩＣＴを活用する環境が必要です。しかし、

県内の事業者においては、人材の育成・確保が課題となっていると認識してお

り、県としてそうした課題の解決に向けて支援していきます。また、支援する

ためのツールとして、ＩＣＴを活用する環境を整備します。さらに、多様化す

る様々なコミュニケーションツールを柔軟かつ効果的に活用し、廃棄物行政

におけるサービスの質や利便性の向上も図るとともに、県の取組が県民にし

っかり伝わるよう、情報発信をしていきます。 

 

  

取組方向５  人材育成とＩＣＴの活用 
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■施策５－１ 循環型社会の構築に向けた人材の育成 

■施策５－２ スマートなシステムの体制整備と情報発信 

目標項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（目標値） 

資源循環分
野において
ICT を活用
できる人材
の数（累計） 

３０人 ４５人 １１７人 １９５人 １４０人 

 

現計画での取組成果 

・毎年度資源循環セミナーを開催し、最新の資源循環分野の動向や循環関連産業に関

する取組について情報提供を行いました。 

・関係機関と連携し、経営者層や担当者など階層ごとの人材育成に取り組みました。 

・電子マニフェストシステムの操作について、実務的な操作方法を経験し習得する研

修会を開催し、ＩＣＴを活用できる人材を育成しました。 

今後の課題 

・資源循環や廃棄物の処理について、環境負荷の一層の低減や社会的課題の解決の観

点から、積極的にイノベーションに取り組む事業者や新たな取組にチャレンジする

事業者が増えるとともに、そのような気運が産業全体に広がるよう、循環型社会の

構築に向けた人材の育成やスマートなシステムの体制整備と情報発信が必要です。 

・強じんで自律分散型のスマートな資源循環システムの構築をめざし、資源循環を担

う人材の育成や、ＩＣＴの活用等を促進していく必要があります。 

 



 

 

 

 

 

三重県循環型社会形成推進計画 
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